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は
じ
め
に

本
稿
は
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
の
御
物
群
の
う
ち
、
勅
封
御
物
と
は
別
個
に
収
蔵
さ
れ

る
「
別
置
御
物
」（
別
置
文
書
、
別
置
本
と
も
い
う
）
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
そ
の
発
生

の
経
緯
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
を
眼
目
と
す
る
。

別
置
御
物
と
は
、
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
が
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
十
月
か
ら

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
六
月
に
か
け
て
整
理
し
た
結
果
、
第
一
番
か
ら
第
一
八
五
番
と

し
て
確
定
さ
れ
た
勅
封
御
物
に
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
御
物
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
勅
封
御
物
よ
り
史
料
的
価
値
が
低
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
現
在
は
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
図
書
寮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
群

（
冷
泉
家
旧
蔵
の
「
長
秋
記
」
）
1
（

・「
平
兵
部
記
」
）
（
（

、
金
沢
文
庫
旧
蔵
の
「
類
聚
三
代
格
」
）
（
（

・「
新

任
弁
官
抄
」
）
4
（

・「
西
宮
記
」
）
（
（

）
は
、
も
と
も
と
は
別
置
御
物
だ
っ
た
も
の
で
、
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）
に
国
有
財
産
と
な
っ
た
後
に
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
所
蔵
と
な
り
、
平
成

二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
の
管
理
換
に
よ
っ
て
書
陵
部
所
蔵
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
か

で
も
平
安
時
代
後
期
の
源
師
時
の
日
記
で
あ
る
「
長
秋
記
」
は
自
筆
原
本
が
現
存
し
な
い

な
か
、
最
古
写
本
と
し
て
知
ら
れ
、「
新
任
弁
官
抄
」
も
最
古
写
本
で
き
わ
め
て
貴
重
な

史
料
と
さ
れ
る
）
（
（

。
ま
た
、「
類
聚
三
代
格
」
四
巻
は
早
く
か
ら
そ
の
重
要
性
が
知
ら
れ
、

そ
の
う
ち
三
巻
が
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
二
五　

類
聚
三
代
格
・
弘
仁
格
抄
』
中
の
底
本

に
採
用
さ
れ
て
い
る
）
（
（

。
他
に
も
朝
廷
の
女
官
に
よ
る
「
御
湯
殿
上
日
記
」
も
別
置
御
物
と

し
て
東
山
御
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
是
澤
恭
三
氏
の
研
究
に
よ
り
そ
の
存
在
と
概

要
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
（
（

。

し
か
し
、
こ
れ
ら
重
要
な
史
料
の
紹
介
も
断
片
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
た
と
え
ば
別

置
御
物
と
勅
封
御
物
の
選
別
基
準
な
ど
、
基
礎
的
な
部
分
に
関
す
る
こ
と
も
ほ
ぼ
何
も
解

明
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
当
然
、
別
置
御
物
全
体
を
把
握
で
き
る
悉
皆
調
査

も
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
な
点
の
多
い
御
物
群
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
に
鑑
み
、
宮
内
庁
書
陵
部
編
修
課
で
は
東
山
御
文
庫
を
管
理
す
る
宮
内

庁
侍
従
職
と
協
議
の
う
え
、
平
成
十
九
年
度
よ
り
、
所
掌
事
業
の
必
要
性
に
加
え
、
学
界

へ
の
史
料
提
供
と
い
う
観
点
か
ら
別
置
御
物
の
調
査
と
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
が
許
可

さ
れ
て
い
る
。
調
査
・
撮
影
が
終
了
し
、
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
出
納
係
に
お
い
て
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
の
利
用
が
可
能
と
な
っ
た
も
の
は
、
順
次
『
書
陵
部
紀
要
』
彙
報
欄
に
「
東

山
御
文
庫
別
置
本
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
（
（

。
た
だ
し
、
既
述
し
た
よ
う
に
別
置
御
物

東
山
御
文
庫
別
置
御
物
に
つ
い
て
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の
基
本
的
性
格
に
関
す
る
部
分
も
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
諸
点
を
明
ら
か

に
し
な
い
限
り
、
利
用
の
観
点
か
ら
も
好
ま
し
く
な
い
状
況
が
続
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
別
置
御
物
調
査
が
な
お
途
中
の
段
階
で
は
あ
る
が
、
現
在
確
認
で

き
た
史
料
に
基
づ
い
て
東
山
御
文
庫
別
置
御
物
の
概
要
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま

た
、
別
置
御
物
も
新
た
に
勅
封
に
組
み
込
ま
れ
た
御
物
も
、
も
と
も
と
は
同
じ
御
物
群
を

母
体
と
し
て
お
り
、
両
者
の
確
定
作
業
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ

の
た
め
、
本
来
は
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
の
活
動
の
実
態
を
踏
ま
え
て
論
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
本
稿
で
は
別
置
御
物
に
関
係
す
る
部
分
の
み
を
取
り
上

げ
、
詳
細
は
別
稿
（「
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
の
活
動
に
つ
い
て
」〈『
古
文
書
研
究
』

七
七
号
、
二
〇
一
四
年
〉
掲
載
予
定
）
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
章　

東
山
御
文
庫
御
物
の
構
成

本
論
の
前
提
と
し
て
、
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
が
整
理
を
開
始
し
た
時
点
で
の
東
山

御
文
庫
御
物
の
構
成
に
つ
い
て
概
括
し
て
お
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
北
啓
太
氏
の
先
行
研

究
）
（1
（

が
あ
る
の
で
、
基
本
的
に
そ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
、「
長
秋
記
」・「
平
兵
部
記
」
に
つ
い

て
新
た
に
付
け
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
一
）
勅
封
御
物
（
現
在
の
勅
封
第
一
番
か
ら
第
一
〇
〇
番
）

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
段
階
で
京
都
御
所
の
広
庭
に
あ
っ
た
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い

た
九
八
箱
の
過
半
を
主
体
に
構
成
さ
れ
た
も
の
。
明
治
三
十
八
年
に
勅
封
一
〇
〇
番
が
確

定
。
第
三
五
番
と
第
五
〇
番
が
そ
れ
ぞ
れ
甲
・
乙
二
箱
あ
る
た
め
、
全
一
〇
二
箱
。
臨
時

東
山
御
文
庫
取
調
掛
の
整
理
以
前
の
現
状
を
示
す
目
録
と
し
て
、「
東
山
御
文
庫
御
物
目

録
」
一
〜
五
）
（（
（

が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
の
調
査
以
前
に
既
に

勅
封
と
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
第
一
〇
〇
番
ま
で
の
御
物
群
を
便
宜
上
、
第
一
期
勅
封
御
物

と
称
し
、
第
一
〇
一
番
か
ら
第
一
八
五
番
ま
で
を
第
二
期
勅
封
御
物
と
称
す
る
こ
と
と
す

る
。

（
二
）
引
継
宸
翰
（
現
在
の
勅
封
第
一
〇
一
番
か
ら
第
一
四
〇
番
）

明
治
十
二
年
の
御
書
籍
御
道
具
取
調
掛
お
よ
び
宸
翰
御
用
掛
か
ら
同
十
九
年
の
侍
従
職

宸
翰
掛
に
よ
り
東
京
に
て
整
理
さ
れ
た
も
の
。
明
治
二
十
四
年
四
月
に
整
理
終
了
し
て
引

き
継
が
れ
、
明
治
三
十
六
年
京
都
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
全
四
〇
箱
。
大
正
四
年
段
階
で
の

現
状
を
示
す
目
録
に
「
引
継
宸
翰
目
録
」
一
〜
四
）
（1
（

が
あ
る
。

（
三
）
三
十
三
年
調
宸
翰
（
現
在
の
勅
封
第
一
四
一
番
か
ら
第
一
六
七
番
）

臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
で
は
「
三
十
三
年
引
継
宸
翰
」
と
呼
称
さ
れ
た
。
明
治
二
十

六
年
、
宮
内
省
内
事
課
か
ら
侍
従
職
へ
引
き
渡
さ
れ
、
同
三
十
三
年
に
調
査
さ
れ
た
も
の
。

同
三
十
六
年
九
月
京
都
に
送
ら
れ
、
東
山
御
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
。
一
部
は
明
治
十
三
年

宸
翰
御
用
掛
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
大
正
五
年
段
階
で
の
現
状

を
示
す
目
録
に
「
三
十
三
年
宸
翰
目
録
」
）
（1
（

が
あ
る
。
全
二
七
箱
。

（
四
）
干
支
宸
翰
（
現
在
の
勅
封
第
一
六
八
番
か
ら
第
一
七
九
番
）

箱
に
十
二
支
の
子
か
ら
亥
ま
で
の
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
干
支
宸
翰
と
呼

称
さ
れ
る
。
明
治
期
に
京
都
か
ら
東
京
へ
移
送
さ
れ
た
御
物
群
の
一
部
で
も
あ
る
。
明
治

二
十
四
年
宸
翰
掛
に
よ
り
「
体
裁
ヨ
キ
様
取
纏
メ
」
た
も
の
と
い
う
。
か
な
り
の
部
分
が

孝
明
天
皇
の
宸
翰
ま
た
は
御
手
許
の
文
書
類
と
み
な
せ
る
と
さ
れ
る
。
大
正
二
年
九
月
、

東
京
よ
り
京
都
に
送
ら
れ
た
。
大
正
七
年
段
階
で
の
現
状
を
示
す
目
録
に
「
干
支
宸
翰
目

録
」
一
〜
三
）
（1
（

が
あ
る
。
全
一
二
箱
。

（
五
）
侍
従
封
御
物
（
一
部
が
現
在
の
勅
封
第
一
八
〇
番
か
ら
第
一
八
三
番
）

も
と
も
と
は
宮
内
大
臣
封
だ
っ
た
が
大
正
九
年
に
侍
従
封
に
改
め
ら
れ
た
も
の
。
洞
裏
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日
記
・
院
中
番
衆
所
日
記
・
洞
院
家
記
・
和
歌
・
勘
文
・
覚
書
・
抜
書
・
女
房
奉
書
・
絵

図
・
典
籍
等
、
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
洞
院
家
記
」（
現
在
の
勅
封
第
一
八

〇
番
）
は
、
明
治
五
年
段
階
で
他
の
御
物
群
と
一
緒
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

大
正
六
年
段
階
で
の
現
状
を
示
す
目
録
に
「
侍
従
封
目
録
」
）
（1
（

が
あ
る
。
全
六
箱
。

（
六
）
記
印
御
物
（
一
部
が
現
在
の
勅
封
第
一
八
四
番
）

江
戸
時
代
の
女
房
日
記
や
帳
簿
類
等
の
実
務
的
書
類
を
主
体
と
し
た
も
の
。
大
正
九
年

段
階
で
の
現
状
を
示
す
目
録
に
「
記
印
目
録
」
）
（1
（

が
あ
る
。
全
一
三
箱
。

（
七
）
番
外
御
物
（
現
在
の
勅
封
第
一
八
五
番
）

明
治
天
皇
宸
翰
・
昭
憲
皇
太
后
御
筆
を
納
め
る
。
著
名
な
五
箇
条
御
誓
文
が
あ
る
。
大

正
年
間
の
現
状
を
示
す
目
録
に
「
明
治
天
皇
宸
翰
其
他
雑
　々

昭
憲
皇
太
后
御
筆
目

録
」
）
（1
（

が
あ
る
。
そ
の
題
簽
書
き
込
み
に
は
、
大
正
七
年
九
月
に
侍
従
清
水
谷
実
英
が
「
東

京
ヨ
リ
差
廻
シ
ノ
分
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
時
東
山
御
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

全
一
箱
。

（
八
）
長
秋
記
・
平
兵
部
記
（
勅
封
御
物
に
組
み
込
ま
れ
ず
）

「
長
秋
記
」
二
二
巻
、「
平
兵
部
記
」
一
四
巻
。
大
正
二
年
冷
泉
家
か
ら
の
買
上
品
）
（1
（

。

「
長
秋
記
」
は
平
安
時
代
後
期
の
源
師
時
の
日
記
。「
平
兵
部
記
」
は
平
安
時
代
末
期
の
平

信
範
の
日
記
。
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
を
経
て
現
在
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。

目
録
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
一
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
買
い

上
げ
直
後
は
大
正
天
皇
の
御
手
許
品
と
し
て
宮
内
省
大
臣
官
房
総
務
課
で
保
管
さ
れ
、
大

正
六
年
四
月
に
図
書
寮
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
で
展
示
さ
れ
て
も
い
る
）
（1
（

。
東
山
御
文
庫
に

送
ら
れ
た
の
は
そ
れ
以
降
に
な
ろ
う
。

第
二
章　

臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
の
具
体
的
方
針

臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
は
大
正
十
四
年
十
月
二
十
三
日
に
構
成
員
の
辞
令
が
発
令
さ

れ
、
翌
々
二
十
五
日
に
京
都
御
所
に
お
い
て
最
初
の
会
議
が
開
か
れ
た
。
以
後
、
昭
和
二

年
六
月
の
事
業
終
了
ま
で
の
間
、
筆
者
が
確
認
で
き
た
だ
け
で
一
八
回
（
う
ち
一
回
は
東

京
に
お
い
て
開
催
）
の
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
。
特
に
十
月
二
十
五
日
の
第
一
回
会
議
）
11
（

で

は
調
査
全
般
に
わ
た
る
方
針
が
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
別
置
御
物
に
関
係
す
る

項
目
を
抜
き
出
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
後
の
変
更
点
も
記
す
こ
と
に
す
る
。

（
一
）
整
理
お
よ
び
保
存
に
関
す
る
件

①
「
勅
封
ハ
勿
論
、
各
箱
ハ
成
ル
ベ
ク
現
状
ヲ
尊
重
シ
、
移
動
変
更
ヲ
加
へ
」
な
い
こ
と

を
「
原
則
」
と
す
る
。

し
か
し
、
第
一
期
勅
封
御
物
の
分
合
は
、「
必
要
止
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
」
を
発
見
し
た

場
合
は
「
其
都
度
主
査
以
下
全
員
ニ
テ
決
議
」
し
、「
掛
長
ノ
指
揮
」
を
待
つ
こ
と
に
す

る
）
1（
（

。
②
第
一
期
勅
封
御
物
以
外
の
「
各
引
継
宸
翰
」
の
分
合
は
「
程
度
ニ
依
リ
主
査
協
議
」
の

う
え
行
う
）
11
（

。

（
二
）
調
査
に
関
す
る
件

①
「
旧
目
録
」
を
参
考
に
し
、
必
要
に
応
じ
て
「
新
目
録
備
考
欄
」
に
記
入
す
る
。

②
「
サ
シ
タ
ル
御
伝
来
品
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
、
明
ニ
偽
物
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
除
外
ス

ル
コ
ト
」

③
引
継
宸
翰
と
三
十
三
年
調
宸
翰
の
調
査
は
、
御
内
庭
御
文
庫
内
の
関
連
す
る
短
冊
・
御

懐
紙
類
も
同
時
に
整
理
し
た
い
）
11
（

。
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（
三
）
目
録
作
成
に
関
す
る
件

旧
目
録
に
基
づ
い
て
「
先
ツ
実
物
ノ
調
査
」
を
行
っ
て
、
新
た
に
「
新
目
録
ヲ
作
製
」

す
る
。

以
上
の
よ
う
な
方
針
で
整
理
作
業
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
目
録
作
成
作
業
に

あ
た
っ
て
は
、
第
一
章
で
紹
介
し
た
旧
目
録
類
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
別
置
御
物
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
特
段
の
由
緒
も
な
く
、
か
つ
明
白
に
偽
物
と
わ

か
る
御
物
は
除
外
す
る
と
い
う
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第

一
期
勅
封
御
物
の
現
状
変
更
は
行
わ
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
や
む
を
得
な
い
場
合

は
主
査
以
下
全
員
の
決
議
に
加
え
て
取
調
掛
長
の
判
断
を
必
要
と
さ
せ
る
な
ど
、
最
小
限

に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
強
い
。
勅
封
以
外
の
御
物
の
現
状
変
更
が
主
査
の
協
議
の

み
で
行
え
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

第
三
章　

勅
封
御
物
へ
の
「
昇
格
」
と
別
置
御
物
へ
の
「
除
外
」

第
一
節　

各
御
物
群
か
ら
の
除
外
御
物
の
特
定

ま
ず
、
別
置
御
物
の
概
要
を
示
し
た
史
料
二
点
を
掲
載
す
る
）
11
（

（
以
下
、
引
用
史
料
の
傍

線
部
等
は
筆
者
に
よ
る
）。

【
史
料
Ａ
】

（
欄
外
書
込
）「
辻
・
黒
板　

本
伺
書
ハ
六
月
廿
五
日
工
藤
幹
事
御
手
許
へ
発
送
済
」

一
、
旧
引
継
第
二
拾
二
番

右
、
院
中
番
衆
所
日
記
ハ
女
房
日
記
等
ト
同
類
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
暫
ク
別
置
ト
シ
テ

後
日
ノ
決
定
ニ
譲
リ
、
旧
第
二
拾
三
番
ノ
一
部
ヲ
旧
二
拾
二
番
箱
ニ
入
レ
換
タ
シ
、

一
、
旧
三
十
三
年
引
継　

二
拾
五
番　

院
中
番
衆
所
日
記
等

一
、
旧
侍
従
封　
　
　
　

第
一
番　
　

洞
裏
日
記

一
、
同　
　
　
　
　
　
　

第
三
番　
　

院
中
番
衆
所
日
記

一
、
旧
長
秋
記
・
平
戸
（
マ
マ
）部
記

右
、
別
置
ト
シ
、
更
ニ
後
日
ノ
決
定
ニ
譲
リ
タ
シ
、

一
、
旧
記
印
（
主
ト
シ
テ
女
房
日
記
）

右
ノ
内
、
光
格
天
皇
御
宸
翰
類
ヲ
一
箱
ト
シ
テ
新
第
一
八
四
番
ト
シ
、
他
ノ
女
房

日
記
類
全
部
ヲ
別
置
ト
シ
テ
、
更
ニ
後
日
ノ
決
定
ニ
譲
リ
タ
シ
、

一
、
勅
封　
　
　
　
　
　

九
拾
六
番
ノ
内　

二
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
置
目
録
添

一
、
引
継
第
拾
五
番　

仮
名
消
息
以
下
一
六
二
点
（
抹
消
）「
五
拾
九
点
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
置
目
録
添

一
、
干
支　

酉
ノ
内　

類
聚
三
代
格　

四
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
宮
記　
　
　

一
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
任
弁
官
抄　

一
巻

右
、
何
レ
モ
別
置
ト
シ
、
更
ニ
後
日
ノ
調
査
ヲ
俟
ツ
コ
ト
ヽ
シ
タ
シ
、

【
史
料
Ｂ
】

（
前
略
─
第
二
期
勅
封
御
物
の
箱
番
号
と
旧
番
号
等
の
対
応
表
は
省
略
）

以
上
ノ
外
、
此
際
番
号
ヲ
附
セ
サ
ル
（
落
第
セ
シ
分
）
御
物

勅
封　

九
十
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
点

旧
引
継　

十
五
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一
点

〃
同　
　

十
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
点

〃
同　
　

十
七
番　
　
　
　
　
（
朱
書
）「
九
一
」
点　
（
抹
消
）「
八
〇
」
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〃
同　

三
十
一
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
点

〃
同　

三
十
四
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
点

〃
同　

三
十
五
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
点

〃
同　

三
十
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
点

〃
同　

三
十
七
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
点

〃
同　

三
十
八
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
点

掲
載
史
料
二
点
は
、
昭
和
二
年
六
月
二
十
五
日
に
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
幹
事
工
藤

壮
平
に
送
付
さ
れ
た
も
の
の
下
書
き
で
、
同
掛
の
整
理
事
業
完
了
式
が
六
月
十
八
日
に
行

わ
れ
た
直
後
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
、
予
定
さ
れ
て
い
る
昭
和
天
皇
へ
の
事
業
報
告
の
際
に
、

報
告
書
に
記
入
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
急
遽
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
11
（

。【
史
料
Ａ
】

は
勅
封
御
物
か
ら
除
外
さ
れ
た
別
置
御
物
全
体
の
概
要
を
示
し
、【
史
料
Ｂ
】
は
そ
の
う

ち
第
一
期
勅
封
御
物
第
九
六
番
と
引
継
宸
翰
第
一
五
〜
十
七
、
三
一
、
三
四
〜
三
八
番
か

ら
除
外
さ
れ
た
御
物
の
点
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。【
史
料
Ｂ
】
傍
線
部
に
、
第
一
期
勅

封
御
物
に
続
く
通
し
番
号
（
第
一
〇
一
番
か
ら
第
一
八
五
番
）
が
付
け
ら
れ
な
か
っ
た

（
別
置
さ
れ
た
）
御
物
を
「
落
第
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
他
方
、
勅

封
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
「
昇
格
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）
11
（

。

以
下
、【
史
料
Ａ
】
の
除
外
御
物
を
各
旧
目
録
か
ら
特
定
し
、
第
二
節
で
は
昇
格
と
除

外
の
選
別
基
準
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

（
一
）
引
継
宸
翰
第
二
二
番
・
三
十
三
年
調
宸
翰
第
二
五
番
・
侍
従
封
御
物
第
一
番
、
第

三
番

【
引
継
宸
翰
第
二
二
番
】
…
「
引
継
宸
翰
目
録
」
三
（
識
別
番
号
三
五
六
八
一
）
に
「
日

次
案
（
後
桜
町
院
中
評
定
）」（
天
明
二
年
か
ら
寛
政
十
三
年
）
二
〇
冊
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
後
桜
町
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。

【
三
十
三
年
調
宸
翰
第
二
五
番
】
…
「
三
十
三
年
宸
翰
目
録
」（
識
別
番
号
三
五
六
八
六
）

に
、「
外
様
言
渡
」（
天
明
八
年
二
月
一
日
か
ら
天
保
十
二
年
五
月
十
六
日
）
九
冊
、「
小

番
詰
以
下
備
忘
」（
安
政
二
年
十
一
月
か
ら
慶
応
三
年
正
月
）
七
冊
、「
日
次
案
」（
文
化

十
四
年
か
ら
天
保
十
一
年
）
二
四
冊
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
日
次
案
」
は
光
格
上
皇
院

中
番
衆
所
日
記
に
該
当
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。

【
侍
従
封
御
物
第
一
番
】
…
「
侍
従
封
目
録
」（
識
別
番
号
三
五
四
四
八
）
に
、「
洞
裏
日

記
」
等
（
寛
文
六
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
延
宝
八
年
八
月
・
無
外
題
）
五
二
冊
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
後
水
尾
上
皇
の
時
期
の
史
料
で
あ
ろ
う
。

【
侍
従
封
御
物
第
三
番
】
…
同
じ
く
「
院
中
番
衆
所
日
記
」
と
し
て
「
日
次
案
写
」
等

（
享
保
二
十
年
三
月
か
ら
寛
延
三
年
）
八
冊
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
中
御
門
上
皇
院
中
番

衆
所
日
記
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。

（
二
）「
長
秋
記
」・「
平
兵
部
記
」

現
在
の
研
究
で
は
こ
の
「
長
秋
記
」
は
藤
原
定
家
他
が
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
頃
に

書
写
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。「
平
兵
部
記
」
も
藤
原
定
家
他
が
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）

七
月
以
降
に
書
写
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
も
天
皇
の
宸
筆
に
よ
る

写
本
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
三
）
記
印
御
物

「
女
房
日
記
」
が
主
体
と
さ
れ
て
い
る
。
女
房
日
記
は
「
御
湯
殿
上
日
記
」
に
代
表
さ

れ
る
女
官
に
よ
る
日
記
で
あ
る
が
、「
記
印
目
録
」（
識
別
番
号
三
四
五
八
六
）
第
一
番
〜

三
番
、
五
番
〜
一
三
番
等
に
多
量
の
「
御
湯
殿
上
日
記
」
類
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
記
印

御
物
か
ら
は
光
格
天
皇
宸
翰
類
を
第
二
期
勅
封
の
第
一
八
四
番
に
昇
格
さ
せ
た
が
、
残
り

「
全
部
」
が
別
置
に
除
外
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
第
一
期
勅
封
御
物
第
九
六
番
お
よ
び
引
継
宸
翰
第
一
五
番
他
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第
一
期
勅
封
御
物
第
九
六
番
か
ら
の
二
点
と
、
引
継
宸
翰
第
一
五
番
他
の
九
箱
か
ら
除

外
さ
れ
た
一
六
二
点
）
11
（

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
別
置
目
録
」
に
記
入
さ
れ
て
い
る
と
あ

る
。
こ
の
別
置
目
録
を
表
に
ま
と
め
た
の
が
後
掲
の
【
表
一　

別
置
目
録
】
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
勅
封
御
物
第
九
六
番
の
二
点
と
は
、
後
醍
醐
天
皇
宸
翰
（
古
今
和
歌
集
歌

切
）
と
後
宇
多
天
皇
宸
翰
（
短
冊
）
で
あ
る
。
ま
た
、
引
継
宸
翰
か
ら
は
歴
代
天
皇
の
宸

翰
や
古
筆
手
鑑
等
が
除
外
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
五
）
干
支
宸
翰

干
支
宸
翰
か
ら
の
除
外
御
物
は
、
酉
印
の
箱
よ
り
「
類
聚
三
代
格
」・「
西
宮
記
」・「
新

任
弁
官
抄
」
で
、
い
ず
れ
も
現
在
は
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。以

上
の
特
定
作
業
か
ら
、
除
外
御
物
に
は
院
中
番
衆
所
日
記
や
御
湯
殿
上
日
記
に
代
表

さ
れ
る
、
院
御
所
や
禁
裏
御
所
で
作
成
さ
れ
た
日
記
、
類
聚
三
代
格
や
西
宮
記
な
ど
の
平

安
時
代
編
纂
の
法
令
集
・
儀
式
書
、
後
醍
醐
天
皇
宸
翰
や
古
筆
手
鑑
な
ど
の
歴
代
天
皇
の

宸
翰
類
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
節　

昇
格
と
除
外
の
選
別
基
準

本
節
で
は
前
節
で
特
定
し
た
御
物
が
な
ぜ
除
外
さ
れ
た
の
か
、
史
料
の
性
格
を
検
討
し

た
う
え
で
そ
の
基
準
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
。

①
宸
翰
と
し
て
伝
来
し
た
が
、
偽
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
た
御
物

臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
の
大
正
十
五
年
十
二
月
協
議
案
）
11
（

に
、「
勅
封
第
九
拾
六
番
ナ

ル
後
宇
多
天
皇
、
後
醍
醐
天
皇
等
ノ
如
キ
歴
然
タ
ル
偽
物
ヲ
取
除
ク
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
ノ
コ

ト
」。
さ
ら
に
「
勅
封
以
外
、
即
チ
引
継
等
ノ
整
理
ニ
ツ
キ
除
外
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
関
ス
ル

コ
ト
／
参
考　

引
継
第
拾
六
番
・
第
拾
七
番
等
ナ
ル
軸
掛
物
・
手
鑑
等
ノ
場
合
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
節
（
四
）
で
特
定
し
た
第
一
期
勅
封
御
物
第
九
六
番
の
宸
翰
二

点
は
、
鑑
定
の
結
果
「
歴
然
タ
ル
偽
物
」
と
判
断
さ
れ
た
た
め
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
こ
の
第
九
六
番
の
箱
に
は
、
他
に
後
奈
良
天
皇
宸
翰
御
詠
草
が
計
一
九
枚
含
ま

れ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
明
治
三
十
年
六
月
十
四
日
に
、
京
都
行
幸
中
の
明
治
天
皇
の
御

用
度
品
と
し
て
買
い
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
）
11
（

。
つ
ま
り
、
歴
代
天
皇
か
ら
相
伝
さ
れ
た

と
い
う
よ
う
な
由
緒
も
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、「
サ
シ
タ
ル
御
伝
来
品
ニ
ア
ラ
ス
シ

テ
、
明
ニ
偽
物
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
除
外
ス
ル
コ
ト
」
と
い
う
当
初
か
ら
設
定
さ
れ

て
い
た
選
別
基
準
に
従
っ
て
宸
翰
二
点
が
除
外
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
引
継
宸
翰
か
ら
除
外
さ
れ
た
多
数
の
歴
代
天
皇
宸
翰
類
も
、【
史
料
Ａ
】
の
下

書
き
に
「
右
、
何
レ
モ
宸
翰
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ニ
付
キ
、
今
暫
ク
別
置
ト
シ
、
後
日
ノ
調
査
ヲ

俟
ツ
コ
ト
」
と
あ
り
、
宸
翰
の
真
贋
が
選
別
基
準
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、

【
表
一　

別
置
目
録
】
か
ら
は
鑑
定
家
の
極
札
が
添
付
さ
れ
た
宸
翰
類
が
多
い
こ
と
が
看

取
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
内
容
に
疑
問
符
が
付
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

同
様
に
、
干
支
宸
翰
か
ら
の
除
外
御
物
も
宸
筆
の
真
贋
が
判
断
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

旧
目
録
の
「
干
支
宸
翰
目
録
」
三
（
識
別
番
号
三
五
六
八
五
）
の
酉
印
第
二
六
号
に
よ
れ

ば
、「
類
聚
三
代
格
」
四
巻
は
「
御
外
題
・
御
本
文
共
、
後
西
院
帝
宸
翰
」
と
あ
り
、「
新

任
弁
官
抄
」
は
「
御
外
題
後
桜
町
帝
宸
翰
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（「
西
宮
記
」
に
つ
い
て

は
特
に
注
記
が
な
い
）。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
類
聚
三
代
格
」
は
後
西
天
皇
に
よ
る
江
戸

時
代
の
写
本
で
、「
新
任
弁
官
抄
」
は
外
題
の
み
が
後
桜
町
天
皇
の
宸
筆
と
し
て
伝
来
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
除
外
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
宸

筆
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
実
際
、
こ
の
「
類
聚
三
代
格
」
は
巻
末
奥

書
か
ら
鎌
倉
期
の
写
本
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
）
1（
（

、
書
写
年
代
・
記
手
に
関
す
る
過
去

の
鑑
定
が
両
方
誤
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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②
宸
筆
で
は
な
い
御
物
（
公
日
記
や
、
記
主
が
天
皇
以
外
の
日
記
）

【
史
料
Ａ
】
に
お
い
て
「
院
中
番
衆
所
日
記
ハ
女
房
日
記
等
ト
同
類
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
暫

ク
別
置
ト
」
す
る
、
と
除
外
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
院
中
番
衆
所
日
記
と
は
、

院
御
所
に
参
番
し
た
公
卿
・
殿
上
人
（
院
参
衆
）
が
輪
番
で
記
し
た
日
記
）
11
（

で
、
仙
洞
御
所

で
作
成
さ
れ
た
公
務
上
の
日
記
（
公
日
記
）
11
（

）
に
あ
た
る
。
同
時
に
侍
従
封
御
物
第
一
番
の

「
洞
裏
日
記
」
等
も
後
水
尾
上
皇
の
公
日
記
）
11
（

に
、
三
十
三
年
調
宸
翰
第
二
五
番
中
の
「
外

様
言
渡
」
と
「
小
番
詰
以
下
備
忘
」
も
、
史
料
名
か
ら
禁
裏
小
番
等
の
公
務
上
作
成
さ
れ

た
史
料
の
一
種
と
推
測
さ
れ
る
）
11
（

。
い
ず
れ
も
記
印
御
物
の
主
体
を
構
成
し
て
い
た
と
さ
れ

る
女
房
日
記
（
御
湯
殿
上
日
記
等
）
と
同
性
格
の
公
日
記
で
あ
り
、
天
皇
自
身
に
よ
る
日

記
（
宸
記
）
と
は
大
き
く
性
格
の
異
な
る
史
料
で
あ
る
。

ま
た
、
宸
筆
で
は
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
は
「
長
秋
記
」
や
「
平
兵
部
記
」
も
同
様
に

扱
わ
れ
た
こ
と
が
、
以
下
の
決
定
事
項
か
ら
窺
え
る
。

記
印
ノ
内
、
日
記
並
ニ
会
計
書
類
、
及
ヒ
長
秋
記
・
兵
部
記
等
ハ
今
回
ノ
通
シ
番
号

中
ニ
ハ
加
へ
サ
ル
コ
ト
、
又
各
引
継
宸
翰
中
ヨ
リ
選
出
シ
タ
ル
残
部
ハ
、
今
日
迄
ノ

引
継
宸
翰
ノ
如
キ
地
位
ニ
置
カ
ル
ヽ
コ
ト
ヽ
シ
タ
シ
、
右
方
針
ニ
テ
取
調
ヲ
行
フ
コ

ト
）
11
（記

印
御
物
中
の
公
日
記
等
と
、「
長
秋
記
」
や
「
平
兵
部
記
」
を
一
括
し
て
除
外
す
る

と
決
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
会
計
書
類
に
該
当
す
る
史
料
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
別
置

一
五
─
三
三
の
「
禁
裏
御
賄
御
入
用
見
合
差
引
書
」
全
六
五
冊
）
11
（

や
、
別
置
一
五
─
三
四
の

「
禁
裏
御
入
用
金
銀
高
書
付
」
五
点
）
11
（

な
ど
を
挙
げ
て
お
く
。
い
ず
れ
も
近
世
朝
廷
の
会
計

に
関
す
る
史
料
で
宸
筆
と
は
思
わ
れ
な
い
。

「
長
秋
記
」
の
よ
う
な
藤
原
定
家
他
の
手
に
よ
る
最
古
写
本
で
あ
っ
て
も
、
宸
筆
で
は

な
い
以
上
、
公
日
記
と
同
様
に
勅
封
御
物
に
昇
格
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。

③
宸
筆
部
分
の
有
無

干
支
宸
翰
の
酉
印
第
二
六
号
か
ら
は
「
類
聚
三
代
格
」
等
が
除
外
さ
れ
た
が
、
実
は
こ

れ
ら
と
同
じ
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
「
江
家
次
第
」
と
「
水
黄
記
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
勅
封

一
七
七
─
四
二
と
勅
封
一
七
七
─
四
三
）
11
（

に
昇
格
し
て
い
る
。「
干
支
宸
翰
目
録
」
三
に
よ

れ
ば
、「
江
家
次
第
」
は
「
御
上
包
後
桜
町
帝
宸
翰
／
御
外
題
後
西
院
帝
宸
翰
」、「
水
黄

記
」
は
「
御
外
題
中
御
門
帝
宸
翰
」
と
の
注
記
が
あ
る
の
で
、
こ
の
鑑
定
は
正
し
い
も
の

と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
本
文
が
宸
筆
で
は
な
い
と
伝
来
し
て
い
た
も

の
で
も
、
外
題
な
ど
の
わ
ず
か
な
部
分
で
も
宸
筆
部
分
が
あ
れ
ば
昇
格
さ
れ
た
と
推
測
で

き
よ
う
）
1（
（

。

④
そ
の
他

以
上
の
分
析
の
結
果
、
同
じ
性
格
の
史
料
と
考
え
ら
れ
る
の
に
勅
封
御
物
と
別
置
御
物

に
分
か
れ
て
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
公
日
記
と
し
て

除
外
さ
れ
た
院
中
番
衆
所
日
記
で
あ
る
。
第
一
期
勅
封
御
物
第
九
一
番
〜
九
二
番
に
は
後

桜
町
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
全
二
四
冊
が
、
同
じ
く
第
九
三
番
〜
九
四
番
に
は
霊
元
上
皇

院
中
番
衆
所
日
記
全
四
五
冊
が
勅
封
の
ま
ま
移
行
し
て
い
る
）
11
（

。
し
か
も
、
除
外
さ
れ
た
後

桜
町
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
（
天
明
二
年
か
ら
寛
政
十
三
年
〈
一
七
八
二
〜
一
八
〇
一
〉）

二
〇
冊
は
、
勅
封
御
物
第
九
一
番
の
一
二
冊
（
明
和
七
年
か
ら
天
明
元
年
〈
一
七
七
〇
〜

一
七
八
一
〉）
と
、
第
九
二
番
の
一
二
冊
（
享
和
二
年
か
ら
文
化
十
年
〈
一
八
〇
二
〜
一

八
一
三
〉）
の
欠
落
部
分
に
当
て
は
ま
る
年
次
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
三
群
の

史
料
は
も
と
は
連
続
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
）
11
（

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
分
か
れ
て
収
蔵

さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
次
の
二
点
が
想
定
さ
れ
る
。
第
一
に
、
勅
封
の
ま
ま
と
さ
れ
た
二

種
類
の
院
中
番
衆
所
日
記
の
外
題
が
、
宸
筆
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
（
除

外
さ
れ
た
方
に
は
宸
筆
の
注
記
は
な
い
））
11
（

。
第
二
に
、
第
一
期
勅
封
御
物
の
現
状
変
更
は
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で
き
る
だ
け
行
わ
な
い
方
針
が
適
用
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
期
勅
封
御

物
に
関
し
て
は
、
最
初
か
ら
公
日
記
だ
が
勅
封
と
し
て
伝
来
し
た
も
の
を
、
無
理
に
除
外

す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
引
継
宸
翰
の
後
桜
町
上
皇
院
中
番

衆
所
日
記
だ
け
を
昇
格
さ
せ
て
し
ま
う
と
、
第
二
期
勅
封
御
物
か
ら
除
外
し
た
他
の
公
日

記
類
と
の
関
係
に
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
た
だ
、
除
外
さ
れ
た
御
物
原
本
を
実
見
で
き
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
確
定

は
困
難
で
あ
る
）
11
（

。

以
上
、
昇
格
と
除
外
の
選
別
基
準
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
本
物
の
宸

翰
と
す
る
過
去
の
鑑
定
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
記
主
が
天
皇
で
な
く
て
も
部
分
的
に
宸
筆

箇
所
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
が
選
別
基
準
の
原
則
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。

こ
う
し
て
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
に
よ
っ
て
勅
封
か
ら
除
外
さ
れ
た
御
物
は
、
別
置

御
物
第
一
番
〜
第
一
九
番
の
全
二
一
箱
（
第
五
番
と
第
六
番
が
各
二
箱
）
に
ま
と
め
ら
れ

た
よ
う
で
あ
る
（【
図　

臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
に
よ
る
選
別
作
業
】・【
表
二　

別
置

御
物
一
覧
】
）
11
（

を
参
照
）。

第
四
章　

そ
の
後
の
別
置
御
物

臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
に
よ
る
整
理
後
、
別
置
御
物
の
扱
い
は
ど
の
よ
う
に
検
討
さ

れ
た
の
か
。
こ
の
手
が
か
り
に
な
る
の
が
、
昭
和
六
年
段
階
で
の
侍
従
職
の
構
想
）
11
（

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
山
御
文
庫
の
「
理
想
的
整
理
方
針
」
が
実
現
す
る
ま
で
の
間
、「
暫

定
的
整
理
案
」
に
よ
り
対
応
す
る
と
あ
る
。

（
前
略
─
筆
者
注
、
以
下
同
様
）

二
、
京
都
御
文
庫
ノ
理
想
的
整
理
案

（
一
）
京
都
御
文
庫
中
、
東
山
御
文
庫
及
乾
御
文
庫
ニ
格
納
セ
ル
勅
封
書
類
ハ
、

曩
ニ
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
委（マ
マ
）

員
会
ニ
於
テ
取
調
整
理
ヲ
完
了
シ
タ
ル
モ

ノ
ニ
シ
テ
、
其
ノ
保
存
容
器
モ
完
全
シ
、
詳
細
綿
密
ナ
ル
目
録
モ
備
ハ
レ

リ
、

本
来
、
乾
御
文
庫
ヘ
収
納
ノ
分
ハ
、（
中
略
）
将
来
、
現
存
ノ
東
山
御
文

庫
ノ
傍
ニ
完
全
ナ
ル
御
文
庫
ヲ
新
設
シ
テ
、
乾
御
文
庫
内
ノ
勅
封
書
類
、

其
ノ
他
将
来
京
都
御
文
庫
収
納
品
中
、
勅
封
ト
ナ
リ
タ
ル
物
品
ヲ
収
納
ス

ル
コ
ト
、

（
尚
、
新
設
御
文
庫
ノ
位
置
ハ
、
二
条
離
宮
内
ニ
之
ヲ
求
ム
ル
ヲ
可
ト
ス

ル
ノ
説
ア
リ
）

（
二
）
東
山
御
文
庫
・
乾
御
文
庫
ニ
収
容
ノ
勅
封
書
類
以
外
ノ
京
都
御
文
庫
収
納

品
ニ
付
、
適
当
ナ
ル
機
会
ニ
於
テ
、
再
取
調
委
員
会
ヲ
設
置
シ
、
徹
底
的

取
調
ヲ
ナ
シ
、
勅
封
物
品
其
ノ
他
保
存
ノ
要
否
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
、

但
シ
、
曩
ノ
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
委（マ
マ
）

員
会
ニ
於
テ
、
将
来
共
勅
封
ト
セ

ズ
、
図
書
寮
又
ハ
御
物
掛
ニ
引
継
ク
ヲ
適
当
ト
ス
ト
決
議
シ
タ
ル
モ
ノ

ハ
、
適
当
ノ
機
会
ニ
於
テ
ソ
ノ
引
継
ヲ
ナ
ス
コ
ト
、

こ
の
理
想
的
整
理
方
針
の
う
ち
、
別
置
御
物
に
関
し
て
は
（
二
）
が
関
係
す
る
。
侍
従

職
で
は
勅
封
以
外
の
御
物
を
徹
底
的
に
調
査
す
る
た
め
、
か
つ
て
の
臨
時
東
山
御
文
庫
取

調
掛
の
よ
う
な
調
査
組
織
の
再
設
置
を
希
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
勅
封
御
物
に
は
詳
細

な
目
録
が
作
成
さ
れ
た
と
あ
る
よ
う
に
、
勅
封
以
外
の
御
物
に
つ
い
て
も
完
備
さ
れ
た
目

録
作
成
を
経
て
保
存
の
要
否
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
べ
き
御
物
群
が
存
在
し

て
い
た
。
こ
れ
が
別
置
御
物
の
こ
と
で
あ
り
、
以
下
の
暫
定
的
整
理
案
に
お
い
て
取
り
上
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げ
ら
れ
て
い
る
。

三
、
京
都
御
文
庫
暫
定
的
整
理
案

理
想
的
整
理
案
ハ
、
之
ガ
実
現
ニ
ハ
相
当
ノ
歳
月
ヲ
必
要
ト
ス
ベ
キ
ニ
ヨ
リ
、

茲
ニ
暫
定
的
整
理
案
ヲ
設
ケ
ン
ト
ス
、

（
一
）
東
山
御
文
庫
及
乾
御
文
庫
ハ
勿
論
、
各
御
文
庫
ノ
周
囲
ニ
適
当
ナ
ル
植
樹

計
画
ヲ
ナ
ス
等
、
類
焼
予
防
ノ
方
法
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト
、

（
二
）
従
来
ノ
目
録
不
完
全
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
新
ニ
様
式
ヲ
定
メ
テ
京
都
御
文
庫
仮

目
録
（
東
山
、
乾
両
文
庫
ヲ
除
ク
）
ヲ
作
成
シ
、
曝
凉
時
ニ
際
シ
、
各
侍

従
分
担
シ
テ
之
ヲ
訂
正
シ
、
比
較
的
詳
細
正
確
ナ
ル
東
山
御
文
庫
目
録
ヲ

完
成
ス
ル
コ
ト
、

（
三
）
各
御
文
庫
ニ
付
、
暫
定
的
整
理
方
針
ヲ
左
ノ
如
ク
定
ム
ル
コ
ト
、

（
イ
）
乾
御
文
庫

（
中
略
）

（
ロ
）
内
庭
御
文
庫
第
一
番

東
山
御
文
庫
別
置
書
類
、
大
正
天
皇
東
山
御
文
庫
御
納
品
及
八
重
菊

御
紋
散
長
棹
入
御
宸
翰
類
ヲ
格
納
シ
ア
ル
ガ
、
別
置
書
類
（
侍
従

封
）
ハ
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
ノ
取
調
ノ
結
果
、
将
来
共
勅
封
ニ

編
入
セ
ズ
、
図
書
寮
又
ハ
御
物
掛
ニ
引
継
グ
ヲ
可
ト
ス
ル
モ
ノ
大
部

分
ヲ
占
ム
ル
ヲ
以
テ
、
其
ノ
一
部
ニ
付
、
侍
従
長
ニ
於
テ
京
都
御
文

庫
中
ニ
保
管
ス
ル
ヲ
適
当
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
ハ
、
其
決
議
ヲ
尊
重

シ
、
適
当
ノ
機
会
ニ
於
テ
夫
々
引
継
ヲ
了
ス
ル
コ
ト
、

（
中
略
）

（
ハ
）
内
庭
御
文
庫
第
二
番

（
中
略
）

（
ニ
）
内
庭
御
文
庫
第
三
番

懐
紙
・
短
冊
・
詠
草
歌
生
類
・
御
会
写
・
御
製
写
、
其
他
ヲ
格
納
シ

ア
ル
ガ
、
右
ハ
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
、
図
書
寮

ヘ
引
継
グ
ヲ
適
当
ト
ス
ル
モ
ノ
大
部
分
ヲ
占
ム
ル
モ
、
其
ノ
中
ニ
御

歴
代
ノ
宸
筆　

皇
族
ノ
御
筆
等
混
入
ス
ベ
キ
ヲ
以
テ
、
図
書
寮
ニ
引

継
後
、
之
ヲ
発
見
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
、
返
還
セ
シ
ム
ル
ヲ
条
件
ト
ス

ル
コ
ト
、
尚
図
書
寮
ヘ
引
継
ノ
時
期
ハ
、
図
書
寮
ニ
於
テ
徒
ニ
死
蔵

ス
ル
ニ
至
ラ
ザ
ル
様
、
適
当
ノ
機
会
ニ
於
テ
之
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト
、

ま
ず
、（
二
）
に
お
い
て
、
直
ち
に
調
査
機
関
の
再
設
立
が
望
め
な
い
以
上
、
勅
封
以

外
の
御
物
目
録
の
作
成
作
業
は
曝
凉
時
に
侍
従
に
よ
っ
て
行
う
方
針
を
取
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
曝
凉
と
い
う
限
ら
れ
た
期
間
で
の
作
業
で
あ
る
以
上
、
完
成
ま

で
に
時
間
の
か
か
る
方
法
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

ま
た
、
別
置
御
物
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
（
三
）
の
（
ロ
）
と
（
ニ
）
で
あ
る
。

（
ロ
）
で
は
別
置
御
物
の
大
半
は
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
に
よ
っ
て
、
将
来
も
勅
封
に

編
入
せ
ず
に
図
書
寮
ま
た
は
御
物
掛
）
11
（

に
引
き
継
ぐ
べ
き
と
決
議
さ
れ
て
い
た
と
あ
り
、
引

き
続
き
京
都
保
存
が
適
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
一
部
を
除
き
、
侍
従
職
は
こ
れ
を
実
行

す
る
つ
も
り
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、（
ニ
）
で
は
別
置
御
物
と
は
別
に
未
整

理
の
懐
紙
・
短
冊
類
が
あ
り
、
こ
れ
も
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
に
よ
っ
て
、
図
書
寮
へ

引
き
継
い
だ
う
え
で
調
査
・
整
理
を
行
っ
て
も
ら
う
の
が
適
当
と
判
断
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。
こ
の
懐
紙
・
短
冊
類
は
第
二
章
で
引
継
宸
翰
や
三
十
三
年
調
宸
翰
と
関
連
性
が
あ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
た
御
物
群
の
こ
と
を
指
す
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
は
別
置
御
物
に
つ
い
て
、
将
来
も
勅
封
に



（ （（ ）

昇
格
さ
せ
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
部
分
を
図

書
寮
等
に
引
き
継
ぐ
べ
き
と
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。【
史
料
Ａ
】
を
読
ん
で
も
そ
こ

ま
で
解
釈
で
き
る
か
疑
問
を
感
じ
る
し
、
他
に
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
が
確
認
で
き
て
い

な
い
の
で
断
定
し
か
ね
る
点
で
は
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
昭
和
六
年
段
階
で
侍
従

職
で
は
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
、
と
理
解
し
て
お
く
）
11
（

。

す
な
わ
ち
、
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
が
決
定
し
た
の
は
、
勅
封
に
昇
格
す
べ
き
か
除

外
す
べ
き
か
と
い
う
判
断
ま
で
で
、
そ
れ
以
上
の
分
析
は
後
年
の
研
究
に
譲
る
こ
と
に
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
侍
従
職
と
し
て
も
、
な
お
未
整
理
の
短
冊
類
な
ど
は
一
定
条
件
下
で

図
書
寮
に
よ
る
調
査
を
希
望
し
て
い
た
こ
と
は
史
料
に
あ
る
通
り
で
、
そ
の
た
め
、
引
き

継
ぎ
後
に
図
書
寮
に
お
い
て
た
だ
「
死
蔵
」
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
詳
し
い
経
緯
は
不
明
だ
が
、
結
局
、
別
置
御
物
等
の
図
書
寮
引
き
継
ぎ
が
実

現
す
る
こ
と
は
な
く
、
東
山
御
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
た
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

東
山
御
文
庫
御
物
の
う
ち
、
勅
封
御
物
に
つ
い
て
は
、
戦
後
宮
内
庁
書
陵
部
に
よ
る
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
が
許
可
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
近
年
で
は
平
成
十
五
年
（
二

〇
〇
三
）
か
ら
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
で
も
マ
イ
ク
ロ
閲
覧
が
可
能
に
な
る
な
ど
）
1（
（

、
学
術

研
究
上
の
利
用
環
境
も
良
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
別
置
御
物
に
つ
い
て
は
一
部
を
除
い
て
そ
の
よ
う
な
機
会
が
訪
れ
る
こ
と
も

な
く
、
よ
う
や
く
宮
内
庁
書
陵
部
編
修
課
に
よ
る
調
査
（
目
録
作
成
作
業
）
が
始
ま
っ
た

の
が
平
成
十
九
年
度
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
六
年
の
侍
従
職
構
想
か
ら
数
え
る
と
、
実
に
約

七
五
年
経
過
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
調
査
は
ま
だ
継
続
中
で
あ
り
、
別
置

御
物
の
全
体
を
把
握
す
る
に
は
ま
だ
時
間
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
に
よ
る
勅
封
御
物
と
別
置
御
物
の
選
別
作
業
は
、
宸

筆
で
あ
る
か
否
か
な
ど
を
基
準
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
特
に
別
置
御
物
の
持
つ
史
料

的
価
値
や
内
容
分
析
等
は
後
日
の
調
査
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
進
め
ら
れ
て

い
る
目
録
作
成
作
業
と
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
作
業
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
環
境
整

備
の
前
提
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
取
り
組
み
つ
つ
、
別
置
御
物
の
分
析
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

注（
1
）　
「
長
秋
記
」
二
二
巻
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函
架
番
号
五
五
三
─
一
九
）。

（
（
）　
「
平
兵
部
記
」
一
四
巻
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函
架
番
号
五
五
三
─
二
〇
）。

（
（
）　
「
類
聚
三
代
格
」
四
巻
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函
架
番
号
五
五
三
─
二
二
）。

（
4
）　
「
新
任
弁
官
抄
」
一
巻
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函
架
番
号
五
五
三
─
二
三
）。

（
（
）　
「
西
宮
記
」
一
巻
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函
架
番
号
五
五
三
─
二
四
）。

（
（
）　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
『
皇
室
の
至
宝　

御
物
十
一　

書
跡
Ⅱ
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九

二
年
）
所
収
の
各
解
説
文
を
参
照
の
こ
と
。
他
に
平
林
盛
得
「
冷
泉
家
旧
蔵
『
長
秋
記
』『
平

兵
部
記
』
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
」（
三
の
丸
尚
蔵
館
展
覧
会
図
録
『
古
記
録
に
み
る
王
朝

儀
礼
』
一
九
九
四
年
）。

（
（
）　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
二
五　

類
聚
三
代
格
・
弘
仁
格
抄
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
三
六
年
）。

（
（
）　

是
澤
恭
三
『
御
湯
殿
上
日
記
の
研
究
』
伝
播
編
一
〜
六
（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
一
五

（
二
）
〜
一
七
（
一
）、
一
九
五
七
〜
一
九
五
九
年
）。
こ
の
中
で
別
置
御
物
に
含
ま
れ
る
「
江

戸
中
期
貞
享
四
年
夏
以
後
の
御
湯
殿
上
日
記
」
に
つ
い
て
、「
所
謂
御
文
庫
本
と
は
別
に
置
か

れ
て
い
て
、
そ
の
封
も
勅
封
で
は
な
く
、
こ
れ
に
准
ず
る
侍
従
封
と
さ
れ
、
黒
の
大
き
な
長
持

の
中
に
格
納
さ
れ
て
い
て
、
ほ
ぼ
江
戸
末
期
ま
で
に
及
ん
で
い
る
」
と
し
、「
全
約
四
百
五
十

冊
に
及
」
ぶ
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　
『
書
陵
部
紀
要
』
六
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
以
降
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。



（ （4 ）

（
10
）　

北
啓
太
「
明
治
以
後
に
お
け
る
東
山
御
文
庫
御
物
の
来
歴
」（
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家

文
庫
研
究
』
一
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
は
二
〇
〇
〇
年
）。
な
お
、「
京
都
諸
御

文
庫
ノ
沿
革
及
現
況
」（
調
査
課
「
昭
和
六
〜
二
十
年　

世
伝
御
料
建
物
及
動
産
調
査
委
員
会

録
」
十
〈
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
一
一
六
六
二
─
一
〇
〉
第
一
五
号

文
書
所
収
）
か
ら
も
適
宜
補
足
し
て
お
く
。
ま
た
、
現
在
勅
封
御
物
は
第
一
八
六
番
〜
第
一
八

九
番
ま
で
も
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
に
よ
る
調
査
後
に
追
加
さ
れ

た
も
の
な
の
で
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

（
11
）　
「
東
山
御
文
庫
勅
封
御
物
目
録
」
一
〜
五
（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別

番
号
三
五
八
九
四
〜
三
五
八
九
八
。
旧
函
架
番
号　

明
─
六
二
一
）。
大
正
十
三
年
に
臨
時
帝

室
編
修
局
が
侍
従
職
所
蔵
の
目
録
を
筆
写
し
た
も
の
。
以
下
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
宮
内
庁
書

陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
の
旧
目
録
類
は
、
全
て
臨
時
帝
室
編
修
局
に
よ
る
写
本
で
あ
る
。

　

な
お
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
こ
れ
よ
り
少
し
早
い
時
期
の
目
録
「
京
都
御
所
東
山
御

文
庫
書
類
目
録
」
一
〜
六
（
請
求
記
号
Ｒ
Ｓ
四
一
〇
一
─
一
一
）
が
あ
る
。
同
所
所
蔵
の
東
山

御
文
庫
目
録
類
に
つ
い
て
は
、
飯
倉
晴
武
「
史
料
編
纂
所
所
蔵
「
東
山
御
文
庫
目
録
」
と
現
御

文
庫
目
録
と
の
関
係
」（『
東
山
御
文
庫
本
を
中
心
と
し
た
禁
裏
本
お
よ
び
禁
裏
文
庫
の
総
合
的

研
究
』〈
一
九
九
八
年
度
〜
二
〇
〇
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
〈
Ａ
〉〈
二
〉）

研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
一
年
〉）
も
参
照
の
こ
と
。

（
1（
）　
「
引
継
宸
翰
目
録
」
一
〜
四
（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
三
五
六

七
九
〜
三
五
六
八
二
。
旧
函
架
番
号　

明
─
五
四
八
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
同
じ
侍
従

職
の
目
録
を
写
し
た
「
大
正
四
年
調　

引
継
宸
翰
掛　

京
都
御
所
東
山
御
文
庫
宸
翰
目
録
」
一

〜
四
（
内
題
「
大
正
四
年
調　

引
継
宸
翰
目
録　

侍
従
職
」、
請
求
記
号
Ｒ
Ｓ
四
一
〇
一
─
一

五
）
と
、
そ
れ
よ
り
時
期
が
遡
る
「
宸
翰
掛
引
継　

京
都
御
所
東
山
御
文
庫
書
類
細
目
録
」

（
請
求
記
号
Ｒ
Ｓ
四
一
〇
一
─
一
四
）
が
あ
る
。

（
1（
）　
「
三
十
三
年
宸
翰
目
録
」（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
三
五
六
八
六
。

旧
函
架
番
号　

明
─
五
五
〇
）。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
明
治
三
十
六
年
段
階
の
現
状
を

示
す
「
明
治
三
十
三
年
調　

京
都
御
所
東
山
御
文
庫
書
類
目
録
」（
請
求
記
号
Ｒ
Ｓ
四
一
〇
一

─
一
六
）
が
あ
る
。

（
14
）　
「
干
支
宸
翰
目
録
」
一
〜
三
（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
三
五
六

八
三
〜
三
五
六
八
五
。
旧
函
架
番
号　

明
─
五
四
九
）。

（
1（
）　
「
侍
従
封
目
録
」（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
三
五
四
四
八
。
旧
函

架
番
号　

明
─
四
七
八
）。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
同
じ
侍
従
職
の
目
録
を
写
し
た
「
大

臣
封　

京
都
御
所
東
山
御
文
庫
書
類
目
録
」（
内
題
「
大
正
六
年
九
月
調　

大
臣
封
目
録　

全　

従
壹
番
至
六
番　

侍
従
職
」、
請
求
記
号
Ｒ
Ｓ
四
一
〇
一
─
一
七
）
が
あ
る
。
筆
写
年
代
は
大

正
十
四
年
三
月
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
「
東
山
御
文
庫
御
書
類
謄
写
校
合
日
記
」〈
請

求
記
号
Ｒ
Ｓ
四
一
〇
一
─
二
一
〉
よ
り
）。

（
1（
）　
「
記
印
目
録
」（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
三
四
五
八
六
。
旧
函
架

番
号　

明
─
一
八
一
）。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
同
じ
目
録
「
記
印　

京
都
御
所
東
山
御

文
庫
書
類
目
録
」（
内
題
「
東
山
御
文
庫　

記
印
目
録
」、
請
求
記
号
Ｒ
Ｓ
四
一
〇
一
─
一
九
）

が
あ
る
。
筆
写
年
代
は
大
正
十
四
年
三
月
（
前
掲
「
東
山
御
文
庫
御
書
類
謄
写
校
合
日
記
」
よ

り
）。

（
1（
）　
「
明
治
天
皇
宸
翰
其
他
雑
　々

昭
憲
皇
太
后
御
筆
目
録
」（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館

所
蔵
。
識
別
番
号
三
七
二
〇
三
。
旧
函
架
番
号　

明
─
九
一
二
）。

（
1（
）　

大
臣
官
房
調
査
課
「
大
正
二
年　

経
済
会
議
録
」
一
（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所

蔵
。
識
別
番
号
二
一
七
六
〇
─
一
）
第
六
六
号
文
書
。
調
度
寮
「
大
正
二
年　

会
計
予
算
決
算

録
」
一
（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
二
五
二
一
一
─
一
）
第
四
七
号
文

書
。

（
1（
）　

大
臣
官
房
総
務
課
「
大
正
二
年　

例
規
録
」（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識

別
番
号
三
九
八
）
第
一
三
号
文
書
。
図
書
寮
「
大
正
六
年　

展
覧
会
録
」（
宮
内
庁
書
陵
部
宮

内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
乙
三
四
二
）
第
三
号
文
書
。

（
（0
）　
「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御
文
庫
取
調
録
」
四　

目
録
等
ノ
部
（
宮
内
庁
書
陵
部

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
一
〇
九
六
〇
─
四
）、
第
二
号
（
一
二
）
〜
（
一
八
）
文
書
。

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
牧
野
伸
顕
関
係
文
書
」
書
類
の
部
三
六
「
御
物
整
理
に

関
す
る
書
類
」
所
収
。
河
井
修
氏
所
蔵
「
大
正
十
三
年
十
月
以
降　

東
山
御
文
庫
取
調
ニ
関
ス

ル
協
議
協
定
事
項
其
他
」。
な
お
、
第
一
回
会
議
の
開
催
日
時
と
議
論
の
範
囲
は
、
河
井
修
氏



（ （（ ）

所
蔵
史
料
か
ら
確
定
で
き
た
。
こ
れ
は
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
を
務
め
た
内
大
臣
秘
書
官
長

河
井
弥
八
（
後
に
侍
従
次
長
）
保
管
の
史
料
で
、
宮
内
省
十
三
行
罫
紙
に
ペ
ン
書
き
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
利
用
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
河
井
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　

ま
た
、「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御
文
庫
取
調
録
」
一
〜
五
（
識
別
番
号
一
〇
九
六

〇
─
一
〜
五
）
は
、
同
掛
の
活
動
実
態
を
示
す
公
文
書
を
多
く
含
む
が
、
出
所
の
異
な
る
史
料

が
全
五
冊
に
製
本
さ
れ
た
も
の
な
の
で
史
料
の
性
格
を
把
握
す
る
際
に
は
注
意
を
要
す
る
。

「
取
調
録
」
一　

要
書
ノ
部
、「
取
調
録
」
二　

目
録
ノ
部
一
、「
取
調
録
」
三　

目
録
ノ
部
二
、

「
取
調
録
」
四　

目
録
等
ノ
部
の
第
一
号
文
書
は
、
元
は
そ
れ
ぞ
れ
長
官
官
房
総
務
課
所
蔵

「
大
正
十
三
年　

要
書
綴
」、「
東
山
御
文
庫
調
査
函
別
一
覧
表
」・「
御
文
庫
目
録
書
類
」、「
御

道
具
書
類
」、「
取
調
中
御
文
庫
入
物
品
目
録
」
に
該
当
し
、
昭
和
四
十
六
年
に
書
陵
部
図
書
課

公
文
書
係
に
移
管
さ
れ
た
後
に
現
在
の
状
態
に
製
本
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
書
陵
部
図
書
課

「
昭
和
四
十
六
年　

公
文
録
」〈
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
一
二
三
〇

〇
〉
第
一
号
文
書
）。
ま
た
、「
取
調
録
」
四　

目
録
等
ノ
部
の
第
二
号
文
書
は
、
図
書
頭
杉
栄

三
郎
保
管
の
史
料
「
御
物
管
理
及
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
書
類
」
で
、
昭
和
四
十
四
年
書
陵
部

に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
書
陵
部
図
書
課
「
昭
和
四
三
〜
四
四
年　

公
文
録
」
一
〈
識
別

番
号
一
二
二
九
八
─
一
〉
昭
和
四
十
四
年
第
八
号
文
書
）。「
取
調
録
」
五　

財
務
ノ
部
の
移
管

経
緯
は
不
明
だ
が
、
内
蔵
寮
ま
た
は
長
官
官
房
主
計
課
か
ら
移
管
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

（
（1
）　
「（
大
正
十
四
年
）
五
月
一
八
日
協
議
事
項
」（「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御
文
庫
取

調
録
」
四　

目
録
等
ノ
部
、
第
二
号
（
三
三
）
文
書
。
前
掲
「
大
正
十
三
年
十
月
以
降　

東
山

御
文
庫
取
調
ニ
関
ス
ル
協
議
協
定
事
項
其
他
」）。
な
お
、
主
査
と
は
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛

嘱
託
の
東
京
帝
国
大
学
教
授
黒
板
勝
美
、
同
史
料
編
纂
官
辻
善
之
助
、
京
都
帝
国
大
学
教
授
吉

澤
義
則
、
同
内
藤
虎
次
郎
を
指
す
。
掛
長
は
宮
内
次
官
関
屋
貞
三
郎
で
あ
る
。

（
（（
）　
「
大
正
十
四
年
七
月
十
三
、
十
四
両
日
協
議
事
項
」（「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御

文
庫
取
調
録
」
四　

目
録
等
ノ
部
、
第
二
号
（
三
八
）
文
書
。
前
掲
「
大
正
十
三
年
十
月
以
降　

東
山
御
文
庫
取
調
ニ
関
ス
ル
協
議
協
定
事
項
其
他
」）。

（
（（
）　
「（
大
正
十
四
年
六
月
十
四
日
）
協
議
事
項
」（「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御
文
庫
取

調
録
」
四　

目
録
等
ノ
部
、
第
二
号
（
三
五
）
文
書
。
前
掲
「
大
正
十
三
年
十
月
以
降　

東
山

御
文
庫
取
調
ニ
関
ス
ル
協
議
協
定
事
項
其
他
」）。

（
（4
）　
「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御
文
庫
取
調
録
」
一　

要
書
ノ
部
、
第
六
一
号
文
書
。

掲
載
史
料
は
毛
筆
だ
が
、
他
に
鉛
筆
書
き
の
下
書
き
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

昭
和
二
年
六
月
二
十
一
日
付
黒
板
勝
美
宛
工
藤
壮
平
書
簡
（「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御
文
庫
取
調
録
」
一　

要
書
ノ
部
、
第
六
〇
号
文
書
）。「
昨
日
ま
て
ハ
新
勅
封
の
内
容
・

大
要
等
ハ
、
之
を
報
告
書
中
ニ
入
れ
ず
、
一
切
御
目
録
ニ
譲
る
つ
も
り
ニ
致
居
候
処
、
右
御
目

録
ハ
御
手
元
差
出
候
ハ
十
・
十
一
月
の
頃
と
も
可
相
成
や
ニ
存
候
、
就
て
ハ
勅
封
を
願
ふ
ニ
其

内
容
を
少
々
ニ
て
も
申
上
置
か
ず
ば
説
明
の
手
が
ゝ
り
も
な
き
事
と
可
相
成
、
就
て
ハ
之
れ
を

右
報
告
書
中
ニ
収
む
る
事
と
致
す
の
外
無
し
と
存
候
、
其
他
新
勅
封
中
ニ
入
ら
ざ
る
も
の
、
及

御
道
具
の
新
ニ
勅
封
中
ニ
入
る
へ
き
も
の
等
、
例
の
廿
五
日
頃
迄
ニ
落
手
候
様
御
送
付
相
願
度
、

報
告
書
ハ
来
月
末
日
提
出
の
事
ニ
致
居
候
間
、
取
急
如
此
候
」

（
（（
）　
「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御
文
庫
取
調
録
」
一　

要
書
ノ
部
、
第
六
一
号
文
書
所

収
（「
記
印
ノ
内
昇
格
分
／
右
ノ
内
、
宸
翰
・
御
点
添
等
ア
ル
モ
ノ
ヲ
集
メ
、
勅
封
通
シ
番
号

ニ
列
記
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
タ
シ
」）。
そ
の
他
、
勅
封
御
物
へ
の
「
編
入
」
と
か
、
勅
封
御
物
か
ら

の
「
除
外
」
な
ど
の
表
現
も
あ
る
が
一
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
（（
）　

前
掲
平
林
盛
得
「
冷
泉
家
旧
蔵
『
長
秋
記
』『
平
兵
部
記
』
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
」。

（
（（
）　

た
だ
し
、【
史
料
Ｂ
】
で
は
引
継
宸
翰
か
ら
除
外
さ
れ
た
御
物
は
一
六
〇
点
で
あ
り
、
後

掲
の
【
表
一　

別
置
目
録
】
で
は
、
収
納
箱
を
除
く
と
一
五
九
点
で
あ
る
。
ど
れ
が
正
し
い
の

か
は
、
別
置
御
物
調
査
の
完
了
後
で
な
け
れ
ば
判
明
さ
せ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

（
（（
）　
「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御
文
庫
取
調
録
」
四　

目
録
等
ノ
部
、
第
二
号
（
四
八
）

文
書
。
た
だ
し
、
こ
の
協
議
案
が
い
つ
決
定
事
項
と
な
っ
た
の
か
特
定
し
が
た
い
。
当
初
十
二

月
四
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
会
議
は
、
大
正
天
皇
の
病
状
悪
化
等
を
う
け
て
「
来
春
迄
延
期
」

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
工
藤
壮
平
の
電
報
に
よ
れ
ば
十
二
月
三
日
に
「
打
合
セ
」
が
開

催
さ
れ
た
よ
う
な
の
で
、
あ
る
い
は
そ
の
日
に
参
加
メ
ン
バ
ー
を
減
ら
し
て
決
定
さ
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
（「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御
文
庫
取
調
録
」
一　

要
書
ノ
部
、
第
三
五

号
文
書
）。
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（
（0
）　

調
度
局
「
明
治
三
十
年　

用
度
録
」
五　

行
幸
啓
ノ
部
五
（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書

館
所
蔵
。
識
別
番
号
八
二
七
─
五
）。

（
（1
）　

吉
岡
眞
之
「
類
聚
三
代
格
」（
前
掲
『
皇
室
の
至
宝　

御
物
十
一　

書
跡
Ⅱ
』
所
収
）。
鹿

内
浩
胤
『
日
本
古
代
典
籍
史
料
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
後
編
第
二
章
「
東

山
御
文
庫
十
一
冊
本
『
類
聚
三
代
格
』
に
つ
い
て
」（
初
出
は
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
（（
）　

本
田
慧
子
「
後
桜
町
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
」・「
霊
元
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
」（『
皇
室

の
至
宝　

東
山
御
文
庫
御
物
』
二
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
。
二
一
二
頁
）。
な
お
、
引

継
宸
翰
第
二
二
番
の
後
桜
町
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
の
写
本
は
「
院
中
評
定
日
次
案
」（
宮
内

庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函
架
番
号
二
六
〇
─
五
八
）
が
、
三
十
三
年
調
宸
翰
第
二
五
番

の
光
格
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
は
「
洞
中
日
次
案
」（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函

架
番
号
二
六
〇
─
七
一
）
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
大
正
期
の
写
で
あ
る
。

（
（（
）　

斎
木
一
馬
編
著
『
古
記
録
学
概
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）。
村
和
明
「
近
世
朝

廷
に
お
け
る
公
日
記
に
つ
い
て
─
執
次
「
詰
所
日
記
」
の
部
類
目
録
を
中
心
に
─
」（
田
島
公

編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
四
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。

（
（4
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
以
下
の
三
種
類
の
謄
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。「
京
都
御
所

東
山
御
文
庫
記
録　

丁
六
、
七
、
十
一
、
十
二
、
十
四
、
十
七
〜
二
十
二
」（
請
求
記
号
二
〇

〇
一
─
一
─
二
九
一
〜
三
〇
一
）。「
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録　

丁
一
〜
五
、
八
〜
十
、
十

三
、
十
五
、
十
六
、
二
十
三
、
二
十
四
」（
請
求
記
号
二
三
〇
一
─
一
─
八
〜
一
三
）。「
京
都

御
所
東
山
御
文
庫
記
録　

癸
一
〜
十
」（
請
求
記
号
三
〇
〇
一
─
一
─
一
二
九
〜
一
三
八
）。
前

二
者
は
大
正
十
四
年
謄
写
、
後
者
は
大
正
三
年
謄
写
で
あ
る
。
な
お
、
山
口
和
夫
「
近
世
史
料

と
政
治
史
研
究
─
江
戸
時
代
前
期
の
院
近
臣
の
授
受
文
書
を
中
心
に
─
」（
石
上
英
一
編
『
日

本
の
時
代
史
三
〇　

歴
史
と
素
材
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
史
料
が

利
用
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

本
田
慧
子
「
近
世
の
禁
裏
小
番
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
四
一
、
一
九
八
九
年
）。

武
部
敏
夫
「
議
奏
日
次
案
に
就
い
て
」（
高
橋
隆
三
先
生
喜
寿
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
古
記
録

の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
年
所
収
）
も
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
年
代
は
異
な

る
が
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
議
奏
記
録
」（
請
求
番
号
特
〇
九
九
─
〇
〇
〇
二
）
全
三
四
冊
中
、

二
三
巻
〜
二
七
巻
が
「
外
様
言
渡
之
記
」（
嘉
永
三
年
十
一
月
八
日
〜
慶
応
四
年
三
月
五
日
）

と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
「（
昭
和
二
年
五
月
二
十
七
日
打
合
会
）
協
定
事
項
」（「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御

文
庫
取
調
録
」
一　

要
書
ノ
部
、
第
五
二
号
文
書
）。
会
議
参
加
者
は
取
調
掛
嘱
託
内
藤
虎
次

郎
・
黒
板
勝
美
・
辻
善
之
助
・
吉
澤
義
則
、
幹
事
日
野
西
資
博
・
工
藤
壮
平
、
取
調
嘱
託
高
柳

光
寿
・
岩
橋
小
弥
太
・
鈴
鹿
三
七
・
相
田
二
郎
・
坂
本
太
郎
・
出
雲
路
通
次
郎
。

（
（（
）　

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
六
九
三
二
。「
記
印
目
録
」
第
一

〇
番
第
一
号
。

（
（（
）　

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
六
九
三
三
。「
記
印
目
録
」
第
一

〇
番
第
一
号
。
こ
の
他
、
記
印
御
物
か
ら
の
除
外
御
物
に
は
維
新
期
の
史
料
も
多
い
が
、
こ
れ

ら
個
別
の
史
料
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

（
（（
）　

公
日
記
に
あ
た
る
史
料
で
あ
っ
て
も
、
宸
筆
で
あ
れ
ば
昇
格
し
た
可
能
性
は
高
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
実
際
、
第
二
期
勅
封
御
物
に
は
正
親
町
天
皇
宸
筆
と
さ
れ
る
「
御
湯
殿
上
日
記
御

抜
書
」（
勅
封
一
一
八
─
二
─
一
二
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

二
二
四
一
。
高
田
義
人
「
御
湯
殿
上
日
記
御
抜
書
」〈『
皇
室
の
至
宝　

東
山
御
文
庫
御
物
』
三
、

毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
。
二
七
四
〜
二
七
五
頁
〉）
が
あ
る
。
こ
れ
は
引
継
宸
翰
第
一
八

番
第
二
号
中
か
ら
昇
格
し
た
例
で
あ
る
（「
引
継
宸
翰
目
録
」
三
）。
ま
た
、
第
一
期
勅
封
御
物

に
は
霊
元
天
皇
宸
筆
と
さ
れ
る
「
長
秋
記
」（
勅
封
三
─
五
─
八
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文

庫
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
八
三
。
尾
上
陽
介
「
長
秋
記
」〈『
皇
室
の
至
宝　

東
山
御
文
庫
御

物
』
一
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
。
二
一
一
〜
二
一
二
頁
〉）
が
存
在
し
て
い
る
。
除
外

さ
れ
た
「
長
秋
記
」
も
宸
筆
で
あ
れ
ば
こ
れ
ら
と
同
様
に
扱
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
40
）　
「
江
家
次
第
」（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
四
六
八
九
。
相
曽

貴
志
「
江
家
次
第
」〈『
皇
室
の
至
宝　

東
山
御
文
庫
御
物
』
五
、
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

一
七
五
頁
〉）。「
水
黄
記
」（〈
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
三
─
二
）、

高
田
義
人
「
水
黄
記
」〈『
皇
室
の
至
宝　

東
山
御
文
庫
御
物
』
五
、
一
七
五
〜
一
七
六
頁
〉）。

（
41
）　

宸
翰
部
分
の
鑑
定
と
は
少
し
異
な
る
だ
ろ
う
が
、
臨
時
東
山
御
文
庫
取
調
掛
の
取
調
嘱
託

を
務
め
た
坂
本
太
郎
は
、
取
調
掛
嘱
託
黒
板
勝
美
の
作
業
に
つ
い
て
、「
先
生
は
各
頁
の
随
所



（ （（ ）

に
施
さ
れ
た
小
字
の
朱
筆
の
校
合
の
筆
跡
を
見
て
、
こ
れ
は
後
西
さ
ん
だ
ろ
う
、
こ
れ
は
霊
元

さ
ん
と
い
っ
て
、
同
意
を
求
め
ら
れ
る
。
前
に
こ
れ
と
同
じ
の
が
あ
っ
た
。
出
し
て
み
ろ
と
い

う
。
こ
ち
ら
は
ま
だ
小
さ
い
文
字
を
宸
翰
か
ど
う
か
識
別
す
る
能
力
は
な
い
し
、
ま
し
て
前
の

ど
れ
と
同
じ
で
あ
る
か
記
憶
も
な
い
。
カ
ー
ド
に
は
校
合
何
天
皇
と
い
う
よ
う
な
記
入
は
な

か
っ
た
が
、
先
生
に
よ
っ
て
校
合
が
宸
翰
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
所
は
か
な
り
多
い
」
と
回
想

し
て
い
る
（
坂
本
太
郎
「
古
代
史
の
道
─
考
証
史
学
六
十
年
─
」〈『
坂
本
太
郎
著
作
集
第
十
二

巻　

わ
が
青
春
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
〉）。
昇
格
し
た
御
物
の
選
別
作
業
の
一
端
が
窺

え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
4（
）　
「
後
桜
町
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
」（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
三

三
八
一
〜
三
三
八
三
、
二
二
三
四
〜
二
二
三
六
）。「
霊
元
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
」（
宮
内
庁

書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
三
三
八
四
〜
三
三
八
六
、
五
三
八
四
〜
五
三
九

三
）。

（
4（
）　
「
合
印
御
書
類
目
録
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
「
京
都
御
文
庫
取
調
諸
記
」〈
請
求

記
号
Ｒ
Ｓ
四
一
〇
一
─
二
三
〉
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
勅
封
第
九
一
番
〜
九
四
番
の
院
中

番
衆
所
日
記
は
明
治
五
年
段
階
で
そ
れ
ぞ
れ
第
二
八
番
〜
三
一
番
の
箱
だ
っ
た
。
こ
の
目
録
に

は
他
に
院
中
番
衆
所
日
記
と
し
て
合
印
第
二
六
番
と
二
七
番
が
記
さ
れ
て
い
る
。
除
外
さ
れ
た

侍
従
封
第
三
番
の
院
中
番
衆
所
日
記
八
冊
は
史
料
年
代
か
ら
合
印
第
二
六
番
だ
っ
た
と
特
定
で

き
る
。
た
だ
し
、
後
桜
町
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
が
合
印
第
二
七
番
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は

断
定
で
き
な
い
。

（
44
）　

旧
目
録
の
「
東
山
御
文
庫
勅
封
御
物
目
録
」
五
に
よ
れ
ば
、
後
桜
町
上
皇
院
中
番
衆
所
日

記
は
二
箱
と
も
「
御
外
題
光
格
帝
宸
翰
」、
霊
元
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
は
第
九
三
番
が
「
御

外
題
霊
元
帝
宸
翰
」、
第
九
四
番
が
「
御
外
題
中
御
門
帝
宸
翰
」
と
あ
る
。
た
だ
、
前
掲
本
田

慧
子
解
説
文
に
は
特
に
宸
筆
部
分
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

（
4（
）　

な
お
、
宸
筆
部
分
が
あ
る
こ
と
と
、
本
来
連
続
し
た
史
料
で
あ
っ
た
こ
と
の
両
要
素
を
満

た
し
て
昇
格
し
た
と
推
測
さ
れ
る
の
が
、「
三
十
三
年
宸
翰
目
録
」
第
三
番
四
三
の
「
無
外
題　

日
次
記　

自
文
治
五
年
十
月
至
十
二
月　

十
六　

庚
（
玉
葉
）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
御
内
外

題
霊
元
帝
宸
翰
」
と
注
記
が
あ
る
が
、
た
し
か
に
番
号
（「
十
六　

庚
」）
や
筆
跡
が
第
一
期
勅

封
御
物
第
七
番
に
含
ま
れ
る
「
玉
葉
」
と
連
続
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
は
現
在
の
勅

封
七
─
三
─
三
四
に
昇
格
し
て
い
る
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

五
〇
五
二
。「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山
御
文
庫
取
調
録
」
一　

要
書
ノ
部
、
第
六
一
号

文
書
所
収
「
御
物
転
換
」
よ
り
）。

（
4（
）　
【
史
料
Ａ
】
に
お
い
て
記
印
御
物
か
ら
の
昇
格
御
物
は
「
光
格
天
皇
御
宸
翰
類
」
と
あ
る

が
、
他
史
料
で
は
「
宸
翰
・
御
点
添
等
ア
ル
モ
ノ
ヲ
集
メ
」（「
大
正
十
三
〜
昭
和
二
年　

東
山

御
文
庫
取
調
録
」
一　

要
書
ノ
部
、
第
六
一
号
文
書
）
と
か
、「
御
身
辺
ノ
御
日
記
類
ヲ
選
ヒ
」

（
前
掲
「
京
都
諸
御
文
庫
ノ
沿
革
及
現
況
」）
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
昇
格
基
準
を
考
え
る

う
え
で
参
考
に
な
ろ
う
。

　

な
お
、
本
稿
で
推
測
し
た
基
準
を
あ
く
ま
で
「
原
則
」
と
断
っ
た
の
は
、
第
二
期
勅
封
御
物

の
中
に
も
記
主
が
天
皇
で
は
な
い
御
物
が
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
選
別
基
準
が

機
械
的
に
適
用
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
箱
単
位
で

の
内
容
分
類
の
問
題
や
、
御
物
の
伝
来
経
緯
（
由
緒
）
等
の
要
素
も
加
味
し
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
4（
）　

た
だ
し
、
こ
の
表
の
状
態
と
現
在
の
状
況
が
同
一
な
の
か
ど
う
か
は
今
後
の
調
査
に
お
い

て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
別
置
御
物
に
は
第
二
〇
番
が
存
在
す
る
。
こ

れ
は
昭
和
十
六
年
に
九
条
家
よ
り
献
上
さ
れ
た
「
弘
仁
格
抄
」
二
巻
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮

文
庫
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
五
三
九
三
〜
五
三
九
四
）
や
「
西
宮
記
」
二
巻
（
宮
内
庁
書
陵

部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
九
八
七
）
を
含
む
こ
と
で
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
4（
）　
「
京
都
御
文
庫
整
理
ノ
件
及
同
曝
凉
方
針
ノ
件
伺
」（
調
査
課
「
昭
和
六
〜
二
十
年　

世
伝

御
料
建
物
及
動
産
調
査
委
員
会
録
」
十
、
第
一
五
号
文
書
所
収
）。
同
年
九
月
十
四
日
付
に
て

侍
従
長
鈴
木
貫
太
郎
の
決
裁
済
み
と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
史
料
は
謄
写
版
で
、
原
書
は
確
認

で
き
て
い
な
い
。

（
4（
）　

こ
こ
で
い
う
御
物
掛
は
、
こ
の
時
期
大
臣
官
房
総
務
課
に
設
置
さ
れ
て
い
た
御
物
管
理
掛

を
指
す
可
能
性
が
あ
る
。

（
（0
）　

た
だ
し
、
京
都
保
存
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
御
物
が
ど
れ
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
（1
）　

前
掲
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
一
。
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【表 1　別置目録】
区分 箱番号 号数 枝番 名称 旧目録上の名称 員数 単位 箱員数 箱個数

1 勅封 （（ － 古今和歌集歌切 後醍醐天皇宸翰御軸物（御歌切） 1 幅 1 箱
2 勅封 （（ － 短冊 後宇多天皇宸翰御短冊　権中納言為條卿添状一通入 1 通 1 箱

3 旧引継 1（ 1 和歌懐紙 御掛物　御懐紙／但、中後鳥羽院天皇宸翰　一箱／左春宮亮範光筆　
一箱／右参議左近衛権中将藤原朝臣公経筆　一箱 （ 幅 1 箱

4 旧引継 1（ （ 仮名消息 御掛物　御文／但、後鳥羽院天皇宸翰　川宗極札一枚添 1 幅 1 箱

5 旧引継 1（ （ 色紙 御掛物　小御色紙／但、後鳥羽院天皇宸翰　日野大納言弘資卿証書
一枚及張札一枚添、箱蓋裏ニモ張札アリ 1 幅 1 箱

6 旧引継 1（ 4 和歌懐紙 御掛物　御懐紙／但、後鳥羽院天皇宸翰 1 幅 1 箱
7 旧引継 1（ （ 歌切 御掛物／但、後鳥羽院天皇宸翰 1 幅 1 箱

8 旧引継 1（ （ 犬君放鳥図 御掛物　御画犬若
（ママ）

放鳥之図／但、後鳥羽院天皇宸翰　箱蓋裏ニモ張
札アリ 1 幅 1 箱

9 旧引継 1（ （ 新古今集歌切 御掛物　御歌書切／但、後嵯峨院天皇宸翰　新古今和歌集巻七 1 幅 1 箱
10 旧引継 1（ （ 色紙 御掛物　御色紙／但、亀山院天皇宸翰　極札二枚添 1 幅 1 箱
11 旧引継 1（ （ 短冊 御掛物　御短冊／但、亀山院天皇宸翰　極札二枚添 1 幅 1 箱
12 旧引継 1（ 10 短冊 御掛物　御短冊／但、後宇多院天皇宸翰　小書付三枚及極札一枚添 1 幅 1 箱
13 旧引継 1（ 1（ 巻物切 御掛物　御巻地／但、伏見院天皇宸翰 1 幅 1 箱
14 旧引継 1（ 1（ 歌切 御掛物　巻物切／但、伏見院天皇宸翰 1 幅 1 箱

15 旧引継 1（ 14 歌切 御掛物　巻物切／但、伏見院天皇宸翰　畠山牛庵外題一枚及古筆了
延極札一枚添 1 幅 1 箱

16 旧引継 1（ 1（ 小色紙 御掛物　小御色紙／但、後伏見院天皇宸翰 1 幅 1 箱

17 旧引継 1（ 1（ 大和物語切 御掛物　歌書切／但、後二條院天皇宸翰　極札一枚添　箱蓋裏ニモ
貼付アリ 1 幅 1 箱

18 旧引継 1（ 1（ 歌切 御掛物　巻物切／但、後二條院天皇宸翰　畠山牛庵極札一枚及古筆
了伴添状一枚添 1 幅 1 箱

19 旧引継 1（ 1（ 仮名消息切 御掛物　御文切／但、花園院天皇宸翰　極札二枚添 1 幅 1 箱
20 旧引継 1（ （0 仮名消息 御掛物　御文／但、後醍醐院天皇宸翰　極札二枚添 1 幅 1 箱
21 旧引継 1（ （1 新古今続後撰歌切 御掛物　御散書／但、後醍醐院天皇宸翰　古筆了仲極札一枚添 1 幅 1 箱
22 旧引継 1（ （（ 歌切 御掛物　御歌書切／但、後醍醐院天皇宸翰　極札一枚添 1 幅 1 箱
23 旧引継 1（ （（ 和漢朗詠集切 御掛物　朗詠切／但、光明院天皇宸翰　極札一枚添 1 幅 1 箱
24 旧引継 1（ （4 短冊 御掛物　御短冊／但、崇光院天皇宸翰 1 幅 1 箱
25 旧引継 1（ （（ 歌切 御掛物　御歌切／但、後崇光院天皇宸翰　極札一枚添 1 幅 1 箱
26 旧引継 1（ （（ 披露状 御掛物　御文／但、後崇光院天皇宸翰　極札一枚添 1 幅 1 箱
27 旧引継 1（ （（ 小色紙 御掛物　小御色紙／但、後光厳院天皇宸翰　小書付一枚添 1 幅 1 箱
28 旧引継 1（ （（ 歌切 御掛物　御歌書切／但、後光厳院天皇宸翰 1 幅 1 箱
29 旧引継 1（ （（ 歌切 御掛物　小御色紙／但、後光厳院天皇宸翰 1 幅 1 箱

30 旧引継 1（ （（ 三首懐紙 御掛物　御懐紙／但、後円融院天皇宸翰　神田道伴・朝倉茂入極札
二枚及書付一枚添 1 幅 1 箱

31 旧引継 1（ （4 物語切 御掛物　和文／但、後円融院天皇宸翰　横物 1 幅 1 箱
32 旧引継 1（ （（ 小色紙 御掛物　小御色紙／但、後円融院天皇宸翰 1 幅 1 箱

33 旧引継 1（ （（ 仁徳天皇御影 御掛物　御色紙／仁徳天皇御影御讃　画者不詳／但、後小松院天皇
宸翰 1 幅 1 箱

34 旧引継 1（ （（ 新撰朗詠集切 御掛物　詩歌　長安十二衢／但、後小松院天皇宸翰　横物 1 幅 1 箱
35 旧引継 1（ 40 色紙 御掛物　御色紙／但、称光院天皇宸翰 1 幅 1 箱
36 旧引継 1（ 41 柿本人麻呂歌 御掛物／但、後花園院天皇宸翰　懐紙一枚及神田道伴極札一枚添 1 幅 1 箱
37 旧引継 1（ 4（ 短冊 御掛物　御短冊／但、後花園院天皇宸翰 1 幅 1 箱
38 旧引継 1（ 4（ 仮名消息 御掛物　御文／但、後花園院天皇宸翰 1 幅 1 箱

39 旧引継 1（ 44 小色紙 御掛物　小御色紙／但、後花園院天皇宸翰　古筆了仲極札一枚添、
箱蓋ニ貼札アリ 1 幅 1 箱

40 旧引継 1（ （1 色紙 御掛物　御色紙／但、後柏原院天皇宸翰 1 幅 1 箱
41 旧引継 1（ （0 懐紙 御掛物　御懐紙／但、後陽成院天皇宸翰 1 幅 1 箱
42 旧引継 1（ 4 懐紙 御掛物　御懐紙／但、後水尾院天皇宸翰 1 幅 1 箱
43 旧引継 1（ 1（ 枯木ニ鵯之図 御掛物　御画　かれきに鵯之図／但、後水尾院天皇宸翰 1 幅 1 箱

44 旧引継 1（ （ 古今和歌集　自第十
一巻至第十三巻 御巻物　古今倭歌集巻十一／但、伏見院天皇宸翰　箱中ニ貼札アリ 1 巻 1 箱

45 旧引継 1（ （ 十五番歌合 御巻物　十五番歌合／但、光厳院天皇宸翰　畠山牛庵極札及小札一
枚書面一折添 1 巻 二重箱

46 旧引継 1（ 10 詞花和歌集 詞花集　巻第壹／但、後小松院天皇宸翰 1 冊 1 箱
47 旧引継 1（ 11 究百集 究百集　文保時代／但、後小松院天皇宸翰　表紙表及裏貼札アリ 1 冊 1 箱
48 旧引継 1（ 1（ 十題百首等 御巻物　十題百首／但、称光院天皇宸翰 1 巻 1 箱
49 旧引継 1（ （（ 古今和歌集　上、下 古今和歌集／但、後水尾院天皇宸翰 （ 帖 1 箱

50 旧引継 1（ 40 千五百番歌合 千五百番歌合　百首歌合建仁元年／但、霊元院天皇宸翰　巻之壹表
紙裏ニ小札貼付アリ 10 冊 1 箱

51 旧引継 1（ 4（ 宸翰御手鑑 宸翰御手鑑／但、光厳天皇宸翰　極札一枚貼付アリ（他 1（ 点あり） 1 帖 1 箱
52 旧引継 1（ 4（ 御手鑑 御折本／但、後柏原院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ（他 （（ 点あり） 1 帖
53 旧引継 1（ 44 － 青漆御紋章附御文箱 1 箱
54 旧引継 1（ 44 1 経切〔大聖武〕 経文切／但、聖武天皇宸翰 1 枚
55 旧引継 1（ 44 （ 経切〔大聖武〕 経文切／但、聖武天皇宸翰 1 枚
56 旧引継 1（ 44 （ 経切〔大聖武〕 経文切／但、聖武天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
57 旧引継 1（ 44 4 経切 経文切／但、光明皇后御筆　小札一枚貼付アリ 1 枚
58 旧引継 1（ 44 （ 詠十二首御詠草断片 御詠草／但、後宇多院天皇宸翰 1 枚
59 旧引継 1（ 44 （ 拾遺集切 歌書切／但、後宇多院天皇宸翰 1 枚
60 旧引継 1（ 44 （ 後撰集切 歌書切／但、伏見院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚

61 旧引継 1（ 44 （ 伏見天皇御詠草〔広
沢切〕 歌書切／但、後

（ママ）

伏見院天皇宸翰 1 枚

62 旧引継 1（ 44 10 仮名消息 女房奉書案／但、後醍醐天皇宸翰 1 枚
63 旧引継 1（ 44 11 仮名消息 御文／但、光厳院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 通
64 旧引継 1（ 44 1（ 玉葉集切 歌書切／但、後光厳院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
65 旧引継 1（ 44 1（ 　伏見天皇御歌集切 御詠草切／但、後

（　　マ　　マ　　）

円融院天皇宸翰 1 枚
66 旧引継 1（ 44 14 続古今集歌切 歌書切／但、後小松院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
67 旧引継 1（ 44 1（ 古歌切 御巻地／但、後小松院天皇宸翰 1 枚
68 旧引継 1（ 44 1（ 古歌切 歌書切／但、称光院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
69 旧引継 1（ 44 1（ 続古今集歌 御小色紙／但、称光院天皇宸翰 1 枚



（ （（ ）

70 旧引継 1（ 44 1（ 家集切 歌書切／但、後小松院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
71 旧引継 1（ 44 1（ 内裏名所和歌切 歌書切／但、後崇光院太上天皇宸翰 1 枚
72 旧引継 1（ 44 （0 家集切 歌書切／但、後花園院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
73 旧引継 1（ 44 （1 歌切 歌書切／但、後土御門院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
74 旧引継 1（ 44 （（ 物語切 御色紙／但、後柏原院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
75 旧引継 1（ 44 （0 新勅撰集和歌切 御巻地／但、陽光院贈太上天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 通
76 旧引継 1（ 44 （（ 御文仮名消息 御文／但、後鳥羽院天皇宸翰 1 通
77 旧引継 1（ 44 （（ 御詠草 御竪詠草／但、後伏見院天皇宸翰 1 通
78 旧引継 1（ 44 （（ 歌切 歌書切／但、後土御門院天皇宸翰 1 通
79 旧引継 1（ 44 40 経切 経文切／但、聖武天皇宸翰 1 枚
80 旧引継 1（ 44 41 消息切 御文切／但、花山院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 通
81 旧引継 1（ 44 4（ 新勅撰集切 歌書切／但、伏見院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
82 旧引継 1（ 44 4（ 拾遺集切 巻物切／但、伏見院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
83 旧引継 1（ 44 44 伊勢物語和歌切 歌書切／但、後二条院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
84 旧引継 1（ 44 4（ 新古今集切 歌書切／但、後醍醐天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
85 旧引継 1（ 44 4（ 続後撰集切 歌書切／但、後光厳院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
86 旧引継 1（ 44 4（ 新古今集切 歌書切／但、後円融院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
87 旧引継 1（ 44 4（ 古今集切 歌書切／但、後小松院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚

88 旧引継 1（ 44 4（ 和漢朗詠集詩歌御色
紙 御色紙／但、後小松院天皇宸翰 （ 枚

89 旧引継 1（ 44 （0 家集切 歌書切／但、称光院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
90 旧引継 1（ 44 （1 古今集和歌御短冊 御短冊／但、後花園院天皇宸翰 1 枚
91 旧引継 1（ 44 （（ 新古今集切 歌書切／但、後花園院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
92 旧引継 1（ 44 （（ 御消息切 御文切／但、後花園院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 通
93 旧引継 1（ 44 （（ 御短冊 御短冊／但、正親町院天皇宸翰 1 枚
94 旧引継 1（ 44 （0 御色紙 御小色紙／但、陽光院贈太上天皇宸翰　極札二枚貼付アリ 1 枚
95 旧引継 1（ 44 （（ 和漢朗詠集断簡 朗詠切／但、宸翰御代不明 （ 枚
96 旧引継 1（ 44 （（ 経切 経文切／但、光明皇后御筆　極札一枚貼付アリ 1 枚
97 旧引継 1（ 44 （4 経書切 経文切／但、嵯峨天皇宸翰 1 枚
98 旧引継 1（ 44 （（ 経切　清水切 経文切／但、後鳥羽院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
99 旧引継 1（ 44 （（ 経切　清水切 経文切／但、後鳥羽院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
100 旧引継 1（ 44 （（ 経切 経文切／但、後深草院天皇宸翰 1 枚
101 旧引継 1（ 44 （（ 御小色紙 御小色紙／但、亀山院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
102 旧引継 1（ 44 （（ 後撰集切 歌書切／但、伏見院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
103 旧引継 1（ 44 （0 歌切 歌書切／但、伏見院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚

104 旧引継 1（ 44 （1 新古今集切 歌書切　新古今和歌集巻八　哀傷歌／但、後二条院天皇宸翰　極札
一枚貼付アリ 1 枚

105 旧引継 1（ 44 （（ 巻物切 巻物切／但、後二条院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
106 旧引継 1（ 44 （（ 後撰集切 歌書切／但、後醍醐天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
107 旧引継 1（ 44 （4 玉葉集切 歌書切／但、後醍醐天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
108 旧引継 1（ 44 （（ 続拾遺集切 歌書切／但、後醍醐天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
109 旧引継 1（ 44 （（ 古今集切 歌書切／但、後醍醐天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
110 旧引継 1（ 44 （（ 後撰集和歌色紙 御色紙／但、光厳院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
111 旧引継 1（ 44 （（ 源氏物語切 詞書切／但、後光厳院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
112 旧引継 1（ 44 （（ 新古今集切 御色紙／但、後円融院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
113 旧引継 1（ 44 （0 文切 詞書切／但、後円融院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
114 旧引継 1（ 44 （1 巻物切 巻物切／但、後小松院天皇宸翰　小札一枚貼付アリ 1 枚
115 旧引継 1（ 44 （（ 歌切 歌書切／但、後小松院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
116 旧引継 1（ 44 （（ 文切 詞書切／但、後小松院天皇宸翰 1 枚

117 旧引継 1（ 44 （（ 金葉集切 歌書切　金葉和歌集巻五／但、後二条院天皇宸翰　極札一枚及小札
一枚貼付アリ 1 枚

118 旧引継 1（ 44 （（ 古今集切（宮本切） 歌書切／但、光厳院天皇宸翰　極札一枚及小札二枚貼付アリ 1 枚
119 旧引継 1（ 44 （（ 和漢朗詠集御色紙 朗詠御色紙／但、光厳院天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 枚
120 旧引継 1（ 44 （（ 古今集切 歌書切／但、後光厳院天皇宸翰　極札一枚及小札二枚貼付アリ 1 枚
121 旧引継 1（ 44 （0 新古今集切 歌書切／但、後円融院天皇宸翰　極札一枚及小札一枚貼付アリ 1 枚
122 旧引継 1（ 44 （1 鑑定書 （番外か？「端ニ詠十二首後宇多院云々」） 1 通
123 旧引継 （1 － 古筆手鑑 （ 帖
124 旧引継 （4 1 妙法蓮華経切 御巻物／但、嵯峨天皇宸翰　極札一枚貼付アリ 1 巻 1 箱
125 旧引継 （4 （ 御消息 御掛物／但、後醍醐天皇宸翰　箱裏ニ書入及極札一枚貼付アリ 1 幅 1 箱
126 旧引継 （4 （ 消息 御掛物／但、後醍醐天皇宸翰　御写壹枚添 1 幅 1 箱
127 旧引継 （（ 1 観普賢経、無量義経 御巻物　御経文／但、後鳥羽院天皇宸翰　神田道伴極札二枚添 （ 巻 1 箱
128 旧引継 （（ （ 色紙 御掛物　御色紙／但、伏見院天皇宸翰　極札一枚添 1 幅 1 箱
129 旧引継 （（ （ 歌切 御掛物　御懐紙／但、後伏見院天皇宸翰　牛庵極札一枚添 1 幅 1 箱
130 旧引継 （（ 4 楽散状 御掛物　楽三管役附書／但、後醍醐天皇宸翰 1 幅 1 箱
131 旧引継 （（ （ 詩歌 御掛物　御懐紙／但、後柏原院天皇宸翰　極札及小札一枚宛添 1 幅 1 箱
132 旧引継 （（ 10 色紙 御掛物　御色紙／但、後水尾院天皇宸翰 1 幅 1 箱

133 旧引継 （（ 1 巻物切 御掛物　御懐紙／但、亀山院天皇宸翰　箱蓋裏ニ極札一枚貼付アリ、
外小書付二枚添 1 幅 1 箱

134 旧引継 （（ （ 巻物切 御掛物　御色紙／但、後小松院天皇宸翰　小書付二枚添 1 幅 1 箱
135 旧引継 （（ （ 色紙 御掛物　御色紙／但、後花園院天皇宸翰　小札一枚添 1 幅 1 箱
136 旧引継 （（ 1 歌切 御掛物　歌書切／但、伏見院天皇宸翰　古筆了仲折紙添 1 幅 1 箱
137 旧引継 （（ （ 懐紙 御掛物　古歌／但、後伏見院天皇宸翰　古筆了悦折紙添 1 幅 1 箱
138 旧引継 （（ 4 御詩稿 御掛物　御詩二首／但、後花園院天皇宸翰　古筆了悦折紙一枚添 1 幅 1 箱
139 旧引継 （（ 1 小色紙 御掛物　御小色紙／但、後円融院天皇宸翰 1 幅 1 箱
140 旧引継 （（ （ 連歌切 御掛物　連歌切／但、後小松院天皇宸翰 1 幅 1 箱
141 旧引継 （（ （ 懐紙 御掛物　御懐紙／但、後水尾院天皇宸翰 1 幅 1 箱
142 旧引継 （（ （ 色紙 御掛物　御色紙／但、後柏原院天皇宸翰 1 幅 1 箱

143 旧引継 （（ 11 墨絵達磨図 御掛物　墨絵　達磨之図／但、後桜町院天皇宸翰　小書付壹枚添、
狩野政信トアリ 1 幅 1 箱

144 旧引継 （（ 1（ 懐紙 御掛物　御巻地／但、後伏見院天皇宸翰　古筆了仲極札壹枚添 1 幅 1 箱
145 旧引継 （（ 1（ 小色紙 御掛物　小御色紙／但、後醍醐天皇宸翰 1 幅 1 箱
146 旧引継 （（ 1（ 書状 御掛物　御文／但、後醍醐天皇宸翰　御花押アリ 1 幅 1 箱
「大正十三〜昭和二年　東山御文庫取調録」1　要書ノ部、第 （1 号文書所収の「別置目録」（種類を統合し、番号順に並べ替えた。ただし、史料名が簡略過ぎ
るので、該当する旧目録（「東山御文庫勅封御物目録」（〈識別番号 （（（（（〉、「引継宸翰目録」（〜 4〈識別番号 （（（（1 〜 （（（（（〉）の必要な情報を併記した。
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【図　臨時東山御文庫取調掛による選別作業】

<勅封御物> <選別対象御物> 　　<別置御物>
第
一
期
勅
封
御
物

⎧
⎜
⎨
⎜
⎩

勅封
第 1番〜第 100 番

【第一期勅封御物】

勅封の
まま
移行
←

【第一期勅封御物】
第 1番〜第 100 番

除外
→

　勅封第 （（ 番より （点
（後醍醐天皇宸翰、後宇　
　多天皇宸翰）
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二
期
勅
封
御
物

⎧
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎨
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎩

勅封
第 101 番〜第 140 番

【元引継宸翰】

昇格
←

【引継宸翰】
第 1番〜第 40 番

除外
→

・引継宸翰第 （（ 番
（後桜町上皇院中番衆所
　日記）
・引継宸翰第 1（〜1（、（1、
（4〜（（ 番

（宸翰、手鑑類）

勅封
第 141 番〜第 1（（ 番

【元三十三年調宸翰】

昇格
←

【三十三年調宸翰】
第 1番〜第 （（ 番

除外
→

三十三年調宸翰第 （（ 番
（光格上皇院中番衆所日
　記等）

勅封
第 1（（ 番〜第 1（（ 番

【元干支宸翰】

昇格
←

【干支宸翰】
子〜亥

除外
→

干支宸翰酉印より
（類聚三代格・西宮記・
　新任弁官抄）

勅封
第 1（0 番〜第 1（（ 番

【元侍従封御物】

昇格
←

【侍従封御物】
第 1番〜第 （番

除外
→

・侍従封御物第 1番
（洞裏日記）
・侍従封御物第 （番
（中御門上皇院中番衆所
　日記）

勅封
第 1（4 番

【元記印御物】

昇格
←

【記印御物】
第 1番〜第 1（ 番

除外
→

記印御物第 1〜1（ 番
（女房日記他）

勅封
第 1（（ 番

【元番外御物】

昇格
←

【番外御物】
全 1箱

【長秋記・
平兵部記】

除外
→ 長秋記・平兵部記



（ （1 ）

【表 2　別置御物一覧】

番号 旧番号等 内　　容
第 1番 侍従封御物第 1番 洞裏日記
第 （番 侍従封御物第 （番 院中番衆所日記
第 （番 引継宸翰第 （（ 番 後桜町上皇院中番衆所日記
第 4番 三十三年調宸翰第 （（ 番 院中番衆所日記等
第 （番－1

引継宸翰第 1（ 〜 1（、（1、（4 〜 （（ 番、干支宸翰 宸翰、手鑑、類聚三代格・西宮記・新任弁官抄
第 （番－（
第 （番－1 記印御物第 1番の甲

女房之記
第 （番－（ 記印御物第 1番の乙
第 （番 記印御物第 （番 女房之記
第 （番 記印御物第 （番 女房日記
第 （番 記印御物第 4番 宝永御払帳　他
第 10 番 記印御物第 （番 仙洞女房日記
第 11 番 記印御物第 （番 女房日記
第 1（ 番 記印御物第 （番 女房日記
第 1（ 番 記印御物第 （番 女房日記
第 14 番 記印御物第 （番 雑書
第 1（ 番 記印御物第 10 番 雑書（学習院日記、大学校御布告留　他）
第 1（ 番 記印御物第 11 番 紫宸殿奉行記　他
第 1（ 番 記印御物第 1（ 番 雑書
第 1（ 番 記印御物第 1（ 番 弘化文久度諒闇中女房記録　他
第 1（ 番 長秋記 長秋記・平兵部記
「大正十三〜昭和二年　東山御文庫取調録」1　要書ノ部、第 （（ 号文書をもとに、該当する旧目録や『書陵部紀要』彙
報欄から内容を補足した。


